
 

 

 

 

 

 

 

 

大田市男女共同参画年次報告 

 

 
（平成２９年度具体的施策推進状況） 

 

 

 

 

 

 

 

島根県大田市 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

本書は、大田市男女共同参画推進条例 

第１４条に基づく年次報告書です。 



目 次                                          

 

 

 

 

Ⅰ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の形成･･･････････････････････１ 

 

Ⅱ 男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会の実現･････････････････２ 

 

Ⅲ 個人の尊厳の確立･･･････････････････････････････････････････････３ 

 

Ⅳ 国際的視野に立った男女共同参画の推進･･･････････････････････････４ 

 

 

 

 

１ 平成２９年度実施状況･･･････････････････････････････････････････５ 

 

 

 

 

１ 大田市男女共同参画推進条例････････････････････････････････････４０ 

２ 大田市男女共同参画推進委員会規則･･････････････････････････････４３ 

３ 大田市男女共同参画推進本部設置規程････････････････････････････４４ 

４ 各種審議会等女性の参画状況調べ････････････････････････････････４５ 

５ 大田市男女共同参画計画の体系･･････････････････････････････････４９ 

 

Ⅰ 施策の推進状況 

 

Ⅱ 具体的施策の実施状況 

資料編 



1 

 

Ⅰ 平成２９年度実施の推進状況 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の形成  

 

 

 人口減少や少子高齢化が進展する状況の中で、だれもが住みやすく、安心

して暮らすことができる“人権尊重のまちづくり”を推進していくためには、

これまでの社会の仕組みや慣行にとらわれることなく、男女が互いの人権

を尊重しながら責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十

分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指して取り組むこ

とが重要です。  

 

大田市においては、大田市主催事業として、男性を対象とした介護の参加

型セミナーを開催し、家庭や社会における意識改革に努めました。また、し

まね女性センターやサンレディー大田との共催で講演会を開催するなど、

あらゆる機会をとらえて啓発活動を行いました。情報発信については、毎月

の広報紙においてさまざまな人権課題を掲載したほか、大田市ホームペー

ジや告知放送などの媒体を活用して広く啓発活動を行い、市民の人権意識

の高揚に努めました。また、大田市男女共同参画サポーターと連携を図り、

あすてらすフェスティバル共同出展や「男女共同参画週間」のぎんざんテレ

ビを活用した PR など、地域全体への啓発活動に取り組みました。  

 

    学校教育においては、男女平等の理念に基づき学校経営・学級経営を進

め、年間の指導計画に沿って各学年の教科等の中で男女平等について学習

しました。男女の違いを認め合いながら互いを尊重し、生命や家族への感

謝や大切さについて学び、異年齢や地域住民との交流の場をとおして、よ

り良い人間関係を構築できるよう取り組みました。行事や活動の中では、

固定的な分担とならないよう男女の別なく役割分担し、互いに助け合うこ

との大切さを視点とした学習活動を実施、日常の様々な場面で男女平等や

男女相互理解を深めるよう努めました。  

 

    幼児教育においては、男女問わず一人ひとりが互いに信頼し、助け合う

ことの大切さを伝えるとともに、遊びや生活などの様々な場面の中で随時

指導を行いました。幼児期後半になると男女の違いから遊びの傾向や、色、

図柄の好み等に違いが出てくるため、男女別の捉え方でなく、個々が自分

の思いを素直に表現し、それを受け入れられるような温かい集団作りを心

がけました。  

 

    教職員は、さまざまな研修会に参加したほか、多様な事例や情報誌等を

活用した職員研修会を実施するなどして人権感覚を磨くとともに、ジェン

ダーにとらわれず児童・生徒を指導することについて共通認識を図りまし
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た。保護者に対しては、学校だより・保健だより・学級通信などを通して

授業や行事の様子を伝えたほか、小中学校合同のふれあい研修会を開催し、

保護者をはじめ校区内の全家庭を対象に案内をしました。  

 

    家庭や職場・地域においては、性別役割分担意識や社会通念、慣習の解

消と男女共同参画への正しい認識を促すための意識啓発を進める必要があ

ります。各ブロック公民館や各まちづくりセンターが連携してさまざまな

事業等を開催する中で、男女共同参画についての学びを実施しました。ま

た、今後も継続して、しまね女性センターやサンレディー大田、大田市男

女共同参画サポーターと連携を深め、市民を対象とした啓発活動に取り組

みます。  

 

 

 

基本目標Ⅱ 男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会の実現  

 

 当市における各種審議会等への女性の参画率については、『平成３２年ま

でに４０％以上、女性委員のいない審議会等についても「皆無」となるよう

に努める』と計画に掲げています。  

 平成２９年４月の参画率は３１．５％、平成２８年（３１．６％）と比べ、

０．１ポイント減少しています。女性の参画率が向上した審議会等がある一

方、委員選出において、性別ではなく専門性・担当者という要素で選出され

る審議会等もあり、今回の減少に繋がったのでは思われます。個々の審議会

の内訳をみると、福祉や教育、保健の分野では女性の参画が進んでいますが、

他の分野においては依然女性の参画率は低い状況にあります。今後も継続

的に、女性の登用について働きかけを行います。  

 

 女性の人材育成については、しまね女性センターあすてらすやサンレデ

ィー大田との共催で男女共同参画講演会やセミナーなどを実施、さまざま

な研修の機会を提供しました。また、公民館事業をはじめ、様々な事業をと

おし、地域のリーダーとなる人材の育成に努めました。  

 

 男女ともに社会のあらゆる活動に参画していくためには、社会全体での

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりが必要です。  

子育て支援の充実については、仕事と家庭の両立支援として、幼稚園の

「預かり保育」や「保育後の園庭開放」実施、保育園の「延長保育」や「一

時保育」など特別保育事業の実施、「放課後児童クラブ」等への支援など、

多様な保育サービス提供に努めました。また、安心して妊娠・出産・育児を

するため、妊産婦面接や新生児訪問、乳幼児相談などを継続的・定期的に実

施したほか、地域の身近な相談役として母子保健推進員による妊婦支援を

行いました。そのほか、一般不妊治療費助成制度など、妊娠・子育て支援の

充実を目指しました。  
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 職場環境の整備としては、働いている妊婦に対し「母性健康管理指導事項

連絡カード」を周知し、事業主に対し母性保護に関する法律遵守の文章を送

付しました。大田市役所では特定事業主行動計画に基づき、ワーク・ライフ・

バランスの推進を図るとともに、男性職員の育児参加及び育児休暇・休業制

度の周知に努めました。また、石見大田公共職業安定所と共催して「公正採

用選考推進セミナー」を開催、雇用の平等に向けて説明するとともに職場で

のさまざまなハラスメントについて周知を図るなど、あらゆる機会をとら

えて啓発活動に努めました。  

 

 農林水産業等の分野では、就農に向けた農業体験・研修に取り組み、農業

関係機関において就農計画作成等の支援を行いました。これにより、営農を

開始した新規就農者もあります。また、女性農業委員は、県内の女性農業委

員で構成する「しまね農業委員会女性協議会」の会員として、他市町村の女

性委員と交流を図るなど、女性の参画促進のための取り組みを行いました。 

 

 介護保険の分野では、介護予防と高齢者の地域活動への参加促進のため、

各地域にて介護予防活動支援事業や高齢者通いの場づくり事業を実施、閉

じこもり予防や運動機能の向上、さらに男性参加の促進を図りました。公民

館事業では、高齢者の豊かな経験と知識・技術を活かせる活動を実施、講師

やボランティアとして地域事業に参画しました。今後も、職場、地域、家庭

での男女共同参画を進め、人々が性別に関わりなく個人の能力と個性を活

かした生活ができるよう、関係機関と協力・連携を図りながら環境整備に努

めます。  

 

 

 

基本目標Ⅲ 個人の尊厳の確立  

 

 男女が互いを尊重しながら男女共同参画社会を形成していくために、解決

しなければならない課題として、男女間におけるあらゆる暴力の根絶があ

ります。暴力は犯罪であることを認識するとともに、暴力の根絶に向け、広

報の発行や人権意識を高めるための研修や啓発機会を継続的に提供します。 

 DV や児童虐待、高齢者虐待など家庭生活における暴力は身近で起こる重

大な人権侵害として包括的にとらえていく必要があります。これらの問題

については、関係部署や関係機関との連携協力を図り、問題の早期発見・早

期対応に努め、被害者支援の充実を図るとともに、DV は人間としての尊厳

を傷つける重大な人権侵害であることを周知するため、あらゆる機会を捉

えて人権教育を進めていかなくてはなりません。  

 市民への啓発としては、「女性に対する暴力をなくす運動」や「女性の人

権ホットライン」について大田市ホームページなどの媒体を利用して啓発

活動に取り組みました。また、「児童虐待防止推進月間」や「児童虐待防止
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法」の周知について、関係機関と合同で市民のショッピングセンターにおい

て街頭活動を実施しました。  

 

 生涯を通じた健康づくりの推進としては、市内８地区で実施した「健康づ

くり推進事業」や特定健康診査・がん検診など健診事業の実施、高齢者の体

力向上を目指した「０８５４－８体操」等、健康支援と意識啓発の促進に努

めました。また、公民館事業ではスポーツ教室や健康に関する講座を開催し、

生涯を通じての健康づくりに取り組みました。  

 

 大田市においては、毎月の広報を活用した人権問題の掲載や講演会の開

催など、あらゆる機会をとらえて人権啓発活動を実施しました。公民館やま

ちづくりセンターにおいても、各種事業を通じて人権意識の向上を図りま

した。また、公的刊行物やホームページにおいて性差別や、誤解が生じる表

現のないよう精査しました。  

 小・中学校では、基本的人権の尊重についての学習や授業公開をとおして、

児童・生徒の意識を高め、実践的態度を身につけることができるよう指導す

るとともに、保護者へも人権・同和教育の取り組みへの理解を深め、家庭で

の会話のきっかけづくりとなるよう努めました。また、まちづくりセンター

とＰＴＡが連携して人権研修会を開催し、地域の方々も含めた意識啓発を

行いました。  

 

 

 

 

基本目標Ⅳ国際的視野に立った男女共同参画の推進  

 

 世界遺産「石見銀山遺跡」の情報発信にあわせ、ユネスコの精神である「平

和と人権尊重」の理解・認識の促進についての取り組みを継続して行います。

また、国際文化講座や韓国文化体験講座を開催し、異文化についての正しい

理解を深めるとともに、公民館やまちづくりセンターで開催される国際交

流事業への女性の積極的な参加にも更に努めます。  

 また、市内に在住する外国人が抱える問題や悩みなどの相談に対応する

ため、公益財団法人しまね国際センター内に開設されている外国人相談窓

口を大田市ホームページ上で紹介しています。  



 

 

 

 

 

 
 Ⅱ 平成２９年度 具体的施策の実施状況 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の形成 

 

重点目標１ 地域における慣行の見直しと意識の改革 

 

１） 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し 

具体的施策：男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しと対応策の検討 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■大田市男女共同参画推進委員会の開催 

・平成２８年度年次報告について協議。 

実施日：平成３０年３月１９日 

 

●委員からの意見、質問等により、事業

の展開や取り組みについて見直す良い

契機となった。 

★推進委員会を１回しか開催できなか

ったため、協議の場が限定された。また、

開催日が年度末にずれ込んだ。 

 

人権推進課 

■定期的な市民意識調査の実施 

・実績なし。 

 

 

★平成 31年度実施予定（前回：平成 26

年度実施） 

 

人権推進課 

 

２） 男女共同参画社会に向けた意識の改革 

具体的施策：広報等を活用した意識啓発 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■広報やホームページ等を活用した情報提

供 

・毎月の広報紙において、人権推進課からの

人権意識啓発用ページ「きずな」を確保し

た。また、おおだふれあい会館や男女共同

参画センターあすてらす等の各種催し物

を、適時広報紙やホームページ等を活用し

情報提供に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

・関係機関と共催で開催した講座等につい

て、広報紙、ホームページ、ぎんざんテレ

ビ等で周知。 

・男女共同参画週間（6/23～29）の市民へ

の周知と意識啓発のため、大田市男女共同

参画サポーターとともにぎんざんテレビ

で PR した。 

 

 

 

 

 

 

●毎月広報紙の中に人権に関わるペー

ジを確保することで、市民の方に継続し

て読んでもらえることが出来た。 

●人権に関わる各種催し物を様々な媒

体を通じて提供することで、より市民の

目に触れることが出来た。 

★両者とも継続し実施していくことで、

より市民への意識啓発への効果が期待

される。 

★情報提供方法について、より効果的な

提供の仕方がないか、検討する必要があ

る。 

 

●人権に関連するさまざまな催し物に

ついて、様々な媒体を利用して周知し、

情報提供することができた。 

●サポーターと連携し、啓発活動に取り

組むことができた。 

★継続的に実施していくことにより、意

識の向上へ繋げる取り組みが必要。 

★一人ひとりの身近な問題として捉え

てもらえるよう、啓発活動の工夫と充実

が必要。また積極的な取り組みも必要と

考える。 

 

 

政策企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権推進課 
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具体的施策：市職員の意識啓発 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■市職員を対象とした研修会の開催 

・新規採用職員人権・同和問題研修会へ新規

採用職員１７名を受講させた。 

・人権推進課で実施する人権研修に協力し

た。 

 

・男性のためのブラッシュアップセミナー 

介護入門編を市内 2箇所で開催 

（講演会「笑う門にはいい介護」 

講師：中村学さん） 

実施日：７／２５おおだふれあい会館 

８／１９ 

仁万まちづくりセンター 

 

 

●毎年度、繰り返し研修会を実施するこ

とで、職員の人権に関する意識の醸成を

図ることができた。 

 

 

●市単独で初めて開催。男性の介護への

関わり方、家庭や社会における意識改革

について取り組むことができた。 

★性差にとらわれず、互いに尊重し協力

し合えるよう、継続した取り組みが必

要。 

 

 

 

人事課 

 

 

 

 

人権推進課 

具体的施策：地域における意識啓発 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■「サンレディー大田」・「あすてらす」と連

携し、講演会やセミナーを開催 

・男女の家事参画の講座を 20回、女性問題

解決等の講座・講演会を 5回行った。 

 

 

 

 

 

 

・しまね女性センター主催「あすてらすフェ

スティバル 2017」（6/17 開催）島根県

と共催。 

・講演会「おひとりさまの時代をどう生き

る？」講師：中澤まゆみさん（参加 190

名）、及び分科会（参加計 220名）開催。 

・サンレディー大田主催「第 25回サンレデ

ィーフェスタ」（2/24開催）共催 

・講演会「今求められる、ことばの力 聴く

力」講師：山根基世さん（参加 250名）。 

 

 

 

●講座、講演会を通じて合計 537 名の

参加があり、男女が共に助け合う社会構

築に向けた、意識付けにつなげることが

できた。 

★講座等の内容がマンネリ化しないよ

う、定期的に内容の見直しを行う。 

 

 

●関係機関と連携し、各種イベント等を

開催することにより、男女共同参画社会

の実現に向けた意識の形成を図ること

ができた。 

★継続的に開催し、意識の向上に繋げ

る。内容や周知の方法、連携のあり方を

工夫し、積極的な働きかけと裾野を広げ

る努力が必要。 

 

 

 

 

産業企画課 

 

 

 

 

 

 

 

人権推進課 

■おおだふれあい会館において学習会の開

催 

・男性のためのブラッシュアップセミナー 

～介護入門編～  

講演会「笑う門にはいい介護」 

7/25開催 講師：中村学さん 

（参加者 30名） 

 

 

 

●市単独で初めて開催。男性の介護への

関わり方、家庭や社会における意識改革

について取り組むことができた。 

★性差にとらわれず、互いに尊重し協力

し合えるよう、継続した取り組みが必

要。 

 

 

 

 

人権推進課 



7 

 

■公民館・まちづくりセンターにおいて人

権・同和教育研修会、親学講座等の開催 

・１７会場、１７回開催、延６０５人参加 

 

 

 

 

 

 

 

・各地区公民館を中心に人権・同和教育講

演会、子育て講演会、親学講演会等を開

催するなかで、男女共同参画についての

学びを実施した。 

・人権、同和教育講演会 

13回開催 400人参加 

・子育て支援、家庭教育支援のための 

親学講座 16回開催 231人参加 

・親子体験活動、交流活動 

17回開催 336人参加 

・パパクッキング教室 

2回開催 54人参加 

・読み聞かせ研修会 

8回開催 151人参加 

・思春期・赤ちゃん交流学習事業  

20回開催 1,833人参加 

 

・男性のためのブラッシュアップセミナー 

～介護入門編～ 講演会「笑う門にはい

い介護」（会場：仁万まちづくりセンタ

ー、8/19開催）講師：中村学さん（参

加者 18名） 

 

 

●研修会や講座のほか、各種事業を通じ

て男女共同参画についての意識啓発に

努めた。 

★参加者が少ないうえ、いつも同じ人た

ちが参加される傾向にある研修会や講

座の内容、開催日時、周知方法などを工

夫する必要がある。 

 

●各種講演会等を通じて行った意識啓

発によって、参加者の理解を深めること

ができた。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

★研修会内容について、継続して市内全

域で取り組むという観点から、参加者が

興味をもてるものや、現在の社会情勢に

あったものとなるよう、講師の選定や学

習形態などの工夫が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

●市単独で初めて開催。男性の介護への

関わり方、家庭や社会における意識改革

について取り組むことができた。 

★性差にとらわれず、互いに尊重し協力

し合えるよう継続した取り組みが必要。 

 

 

まちづくり定

住課 

 

 

 

 

 

 

社会教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権推進課 

 

３） 男女平等に関する教育・学習の推進 

具体的施策：幼児期における男女平等に関する教育の推進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■男女共同参画の視点に立った幼児期の教

育・保育の充実 

・保育所保育指針に基づき、子ども一人ひと

りの性差や個人差に配慮しながら、固定的

な性別による意識をうえつけることがな

いように保育を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保育指針の第１章（総則）３．保育の

原理（１）保育の目標において「（ウ）人

との関わりの中で、人に対する愛情と信

頼感、そして人権を大切にする心を育て

るとともに、自主、自立及び協調の態度

を養い、道徳性の芽生えを培うこと」と

示されており、互いに尊重する心を育て

ることが保育の目標となっている。 

★固定観念にとらわれず個人を大切に

する心を育てる保育や教育に、引き続き

取り組む必要がある。 

 

 

子育て支援課 
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・幼児期後半になると男女の違いからの遊び

の傾向や、色、図柄の好み等に違いが出て

くるため、男女別のとらえ方ではなく、

個々が自分の思いを素直にだし、受け入れ

られるような温かい集団づくりを心がけ

た。 

●園生活のあらゆる場で、男女を問わず

一人ひとりを互いに尊重した温かい集

団づくりを心がけることで、男女のこだ

わりなく、一人ひとりが自分の思いを素

直に出して生活することができるよう

になってきている。 

★教職員の意識が、子どもたちの意識や

園生活に大きく影響することを自覚し、

さらに意識を高めていく努力が必要で

ある。 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

具体的施策：学校教育における男女平等に関する教育の推進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■人権の尊重についての教育の推進 

・教職員、児童ともに子どもの仲間を「さん」

で呼ぶようにして、一人ひとりを大切にし

ようとする気持ちを育てた。 

・グループやたて割り班での活動を積極的に

行い、ともに触れ合う機会を増やすことで

人間関係づくりを深めた。 

・「人権集会」を設定し、自分らしさを大切に

して、他者にも受け入れてもらえるような

心情を育て、意識を高める人権・同和教育

に視点を当てた集会を全校で実施。個の気

づきや学びを拡げる取り組みを行った。 

・地域の方との交流の場をもち、相手のこと

を考えた言動ができるよう指導をおこな

った。 

 

●男女にかかわらず、個として互いを尊

重し大切にしようとする意識が定着し

つつある。 

●異年齢で交流することにより、よりよ

い人間関係づくりをすることができた。 

★全校遊び等をより積極的に活用し、異

学年をさらに発展させるとともに、学習

が地域からも支えられている自覚と感

謝の気持ちを育みたい。 

★人権意識が定着するには時間がかか

るため、時と場に応じて繰り返し啓発し

ていく必要がある。 

 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■男女平等、男女相互理解についての教育の

推進 

・学校行事や児童会活動等のリーダーを男女

の別なく選び、固定的な役割分担をしない

ように留意した。 

・男女が互いに助け合うことの大切さを視点

とした教育活動を行い、日常生活の様々な

場面において随時指導を行った。 

 

 

 

 

●男女の区別にとらわれず、互いに協力

し活動した。 

★日常生活の中で、男女平等や男女相互

理解を深めるよう教職員の人権感覚を

磨きたい。 

★相手の気持ちを考えた言動ができる

よう、継続的に働きかけていく必要があ

る。 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

 

 

 

 

 

■家族や家庭生活の大切さについての教育

の推進 

・家庭科の学習において、家庭生活と家族の

かかわりについて考え、家庭の仕事や役割

について振り返り、家族の一員として積極

的に関わっていけるように生活時間の見

直しなど実践を行った。 

・「ようこそ赤ちゃん」の取り組みで、赤ちゃ

んやその保護者の方のふれあい活動を通

して、生命の大切さや家族への感謝を感じ

る気持ちを育てた。 

 

 

●互いに協力し合って家庭生活を営む

ことが大切であることを伝えることが

できた。また、家族の一員として子ども

にもできることを実践し、貴重な親子の

触れ合いの時間となった。 

●家事や育児など家庭生活において、男

女で協力して行う意義を理解すること

ができた。 

●わが子の成長を見守る親の喜び、責任

について学び、子育てや家庭の大切さを

理解した。 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 
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★感謝を伝える場として、児童、保護者

双方にとって有効な活動である。 

★正しい判断ができる心情や実践力を

つけることができるよう、生徒の心情に

訴えることができる講師や人材に話を

していただける場を設けていきたい。 

 

 

 

 

 

具体的施策：教職員・保護者への啓発活動 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■教職員の資質の向上を図るための研修の

実施及び参加の促進 

・保護者の参加する園行事（保育参加等）に

おいて意見交換し、男女共同参画に関して

保護者の意識啓発に努めた。 

・男性保育士の勤務する保育所が増えている

中、仕事の分担について、男性、女性に関

係なく園務分掌を振り分けた。 

 

 

 

 

・人権・同和研究研修会へ参加し、意識啓発

を行った。 

・校内研修や服務研修等でハラスメントや男

女共同参画等について、事例研修を行うこ

とで、教職員の人権感覚を磨いた。 

 

 

 

 

 

 

 

●相対的に理解は進んでおり、保護者の

夫婦間で協力し合う環境が整ってきて

いるが、家庭によっては、家事や子育て

は母親の負担比重が大きい実態も見受

けられる。 

★研修会への参加、意識啓発は今後も必

要。性同一性障害等の啓発などは新たな

課題であり、今後はその研修も必要であ

ると考えている。 

 

●研修に参加し、職員の関心・意欲が高

まった。 

●自分たちの行動を振り返るきっかけ

となった。 

★教職員一人ひとりが当事者意識をも

って仕事や指導に取り組むことができ

た。 

★教職員の構成は毎年度かわるので、同

じ内容でも継続して行うことが大切で

ある。 

 

 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

■学校だより、学級通信などを活用した情報

提供 

・学校だより、学級だよりで学習の様子を伝

えた。 

 

 

 

 

 

 

 

●学校での人権に係わる取り組みや授

業、行事の様子を伝え、情報の共有化が

図れた。 

★一方通行にならないように、双方向の

やり取りを行う必要がある。 

★親子で読めるように工夫して、家族で

読んでもらえるようにしたい。 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

 

 

 

 

■公民館・まちづくりセンター・学校・保護

者と連携し、人権・同和教育研修会、親学講

座等の開催 【再掲】 

・１７会場、１７回開催、延６０５人参加  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修会や講座のほか、各種事業を通じ

て男女共同参画についての意識啓発に

努めた。 

★参加者が少ないうえ、いつも同じ人た

ちが参加される傾向にある研修会や講

座の内容、開催日時、周知方法などを工

夫する必要がある。 

 

 

 

まちづくり定

住課 
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・親学講座で家庭学習の取り組みについて

研修会を行い多くの保護者が参加した。 

・小中学校合同開催のふれあい研修会につ

いて、保護者をはじめ校区内の全家庭を

対象に案内した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各地区公民館を中心に人権・同和教育講

演会、子育て講演会、親学講演会等を開

催するなかで、男女共同参画についての

学びを実施した。 

・人権、同和教育講演会 

13回開催 400人参加  

・子育て支援、家庭教育支援のための 

親学講座 16回開催 231人参加 

・親子体験活動、交流活動 

17回開催 336人参加 

・パパクッキング教室  

2回開催 54人参加  

・読み聞かせ研修会 

8回開催 151人参加  

・思春期・赤ちゃん交流学習事業 

20回開催 1,833人参加 

 

 

●家庭学習のあり方について、振り返っ

て考えたり、見直したりする機会がもて

た。 

●多くの方に参加してもらうことがで

きた。 

★各種講演会等を通じて行った意識啓

発によって、参加者の理解を深めること

ができた。 

★小中学校合同開催のふれあい研修会

について、保護者をはじめ校区内の全家

庭を対象に案内した。 

 

 

●各種講演会等を通じて行った意識啓

発によって、参加者の理解を深めること

ができた。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

★研修会内容について、継続して市内全

域で取り組むという観点から、参加者が

興味をもてるものや、現在の社会情勢に

あったものとなるよう、講師の選定や学

習形態などの工夫が必要である。 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策：社会教育の推進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■人権・同和問題研修会の開催 

・しまね女性センター主催「あすてらすフェ

スティバル 2017」（6/17 開催）島根県

と共催。 

・講演会「おひとりさまの時代をどう生き

る？」講師：中澤まゆみさん（参加 190

名）、及び分科会（参加計 220名）開催。 

・サンレディー大田主催「第 25回サンレデ

ィーフェスタ」（2/24開催）共催。 

・講演会「今求められる、ことばの力 聴く

力」講師：山根基世さん（参加 250名）。 

 

 

 

●関係機関と連携し、各種イベント等を

開催することにより、男女共同参画社会

の実現に向けた意識の形成を図ること

ができた。 

★継続的に開催し、意識の向上に繋げ

る。内容や周知の方法、連携のあり方を

工夫し、積極的な働きかけと裾野を広げ

る努力が必要。 

 

人権推進課 



11 

 

■公民館・まちづくりセンターにおいて人

権・同和教育研修会、親学講座等の開催 【再

掲】 

・１７会場、１７回開催、延６０５人参加  

 

 

 

 

 

 

 

 

・各地区公民館を中心に人権・同和教育講

演会、子育て講演会、親学講演会等を開

催するなかで、男女共同参画についての

学びを実施した。 

・人権、同和教育講演会 

13回開催 400人参加 

・子育て支援・家庭教育支援のための 

親学講座 16回開催 231人参加 

・親子体験活動、交流活動 

17回開催 336人参加 

・パパクッキング教室 

2回開催 54人参加 

・読み聞かせ研修会 

8回開催 151人参加 

・思春期・赤ちゃん交流学習事業 

20回開催 1,833人参加 

 

 

・男性のためのブラッシュアップセミナー 

～介護入門編～ 講演会「笑う門にはいい

介護」会場：仁万まちづくりセンター

（8/19開催） 

講師：中村学さん（参加者 18名） 

 

 

 

 

●研修会や講座のほか、各種事業を通じ

て男女共同参画についての意識啓発に

努めた。 

★参加者が少ないうえ、いつも同じ人た

ちが参加される傾向にある研修会や講

座の内容、開催日時、周知方法などを工

夫する必要がある。 

 

 

●各種講演会等を通じて行った意識啓

発によって、参加者の理解を深めること

ができた。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

★研修会内容について、継続して市内全

域で取り組むという観点から、参加者が

興味をもてるものや、現在の社会情勢に

あったものとなるよう、講師の選定や学

習形態などの工夫が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市単独で初めて開催。男性の介護への

関わり方、家庭や社会における意識改革

について取り組むことができた。 

 

 

 

まちづくり定

住課 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権推進課 
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基本目標Ⅱ 男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会の実現 

 

重点目標２ 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進 

 

１） 政策・方針決定過程への参画推進 

具体的施策：市の審議会等への女性委員の参画推進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■市の審議会等への女性委員の参画率向上

に関する取組み 

女性の参画率 平成 32 年度：40％以上 

・各課へ各種審議会等における女性の参画状

況調べを実施。 

各種審議会等への女性の参画率 

31.5％（前年：31.6％） 

 

 

 

・まちづくりセンター運営委員会の女性委員

の増を働きかけた（まちづくり委員会は改

選期でないため指導等を行っていない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障がい者自立支援協議会 

参画率（39.13%） 

 

 

 

●前年より 0.1 ポイント減少。審議会の

女性委員の参画状況を調査することによ

り、各課において委員等の選任にあたって

の女性登用の動機付けを図った。 

★女性委員等の登用について継続的に働

きかけを行う 

 

●まちづくりセンター運営委員会 

（女性委員の参画率２３%） 

●まちづくり委員会 

（女性委員の参画率 13％） 

★徐々にではあるが、女性の参画率が向上

しているが、参画率は地域によって大きく

異なる 

★まちづくりセンター運営委員会 

（10%～33%） 

★まちづくり委員会（0%～55%） 

 

★構成団体内において委員選出してもら

うため、性別よりも専門、担当といった要

素で決まる 

 

 

 

人権推進課 

関係各課 

 

 

 

 

 

まちづくり

定住課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉課 

■女性委員「ゼロ」を脱却する取組み 

・各課へ各種審議会等における女性の登用に

ついて文書による依頼を行った。 

 

 

 

 

・まちづくりセンター運営委員会の女性委員

の増を働きかけた（まちづくり委員会は改

選期でないため指導等を行っていない） 

 

●審議会の女性委員の参画状況を調査す

ることにより、各課において委員等の選任

の際、女性登用の動機付けを図った。 

★女性委員等の登用について継続的に働

きかけを行う 

 

●まちづくりセンター運営委員会 

（女性委員の参画率２３%） 

●まちづくり委員会 

（女性委員の参画率 13％） 

★徐々にではあるが、女性の参画率が向上

しているが、参画率は地域によって大きく

異なる 

★まちづくりセンター運営委員会 

（10%～33%） 

★まちづくり委員会（0%～55%） 

 

人権推進課 

関係各課 

 

 

 

 

まちづくり

定住課 
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具体的施策：市の外郭団体等への女性の積極的な参画 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■市の外郭団体等の長への女性の登用の働

きかけ 

・大田商工会議所女性会と市役所関係課長と

の意見交換会を計画、事前アンケートを実

施。 

 

 

●意見交換会により、外郭団体等の長への

女性登用について働きかける。 

★意見交換会開催に向け準備を進める 

 

 

 

人権推進課 

関係各課 

■女性議会等の開催による「政策・方針決定

の場」への参画推進 

・実績なし 

 

 

 

★他市町村の実施状況など、情報収集を行

う 

 

 

 

人権推進課 

関係各課 

具体的施策：女性職員登用等の促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■女性職員の政策提言制度の実施、各種研修

の充実 

・実施なし 

 

 

 

★女性の活躍推進セミナー等のスキルア

ップ研修会への参加を促進する。 

 

 

人事課 

■意欲と能力に応じた適材適所の人員配置 

・女性職員の昇任 

（平成２９年４月１日付定期人事異動） 

 １．女性職員数 １７７名 

 ２．昇任総数    １０名 

  （課長１名、課長補佐級４名、 

係長級２名、主任級３名） 

 ３．役職ごとの人数 

（平成２９年４月１日現在） 

     課長級     ３名 

     課長補佐級  １９名 

     係長級    ３７名 

     主任級    ９９名 

 

 

●係長級以上の役職に占める女性職員の

割合は年々増加しており、女性職員の政策

立案への参画が進んでいる。 

★課長級以上の役職への女性職員の登用

が進んでいない。 

 

 

人事課 

 

２） 各種機関、団体、企業等への女性の参画の促進 

具体的施策：地域における女性の参画の促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■公民館長、PTA 会長、自治会長などへの

女性の参画についての啓発 

・実績なし 

 

 

 

・各課へ各種審議会等における女性の登用に

ついて文書による依頼を行った。 

 

 

 

 

 

★自治会ごとで任期、改選時期が異なり、

個々の自治会への役員改選前の啓発は難

しい。 

 

●女性委員等の積極的な登用について、各

課へ依頼したことにより、選任の際の動機

付けを図った。 

★女性委員等の登用について継続的に働

きかけを行う 

 

 

総務課 

 

 

 

人権推進課 
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・ＰＴＡ規約により、副会長のうち必ず一人

は女性としている。 

・ＰＴＡの役員では、男女に関わりなく適材

適所で仕事をお願いした。 

 

 

 

 

 

 

・市内７公民館職員（館長・主事 14 人）（う

ち、女性 6 人 全体の 43% 

すべて 公民館主事） 

・市内７公民館運営委員会委員 96 人（う

ち女性 22 人 全体の 22%） 

・その他委員 

社会教育委員 13 人 

（うち女性 2 人 全体の 15%） 

スポーツ審議会委員 10 人 

（うち女性 4 人 全体の 40%） 

スポーツ推進員 25 人 

（うち女性 9 人 全体の 36%） 

文化財保護審議会委員 7 人 

（うち女性 1 人 全体の 14%） 

図書館協議会委員 10 人 

（うち女性 4 人 全体の 40%） 

 

●母親としての意見がＰＴＡの運営に反

映されている。 

●ＰＴＡ役員の半数以上は女性の学校も

あり、女性の参画は進んでいる。 

★自己の役割を認識し、積極的に活動する

姿がみられた。 

★男女平等についての意識を大切にして、

啓発活動を続ける必要がある。 

 

 

●委員選任の際の動機づけとなった。 

★各種審議会へ委員選定の際には、目標

40%を念頭に置きながら選定することと

し、各種分野での女性委員の参画を図る。 

★一方で、委員は各団体の役職（あて職）

で選任されるケースが多いので選定に限

界がある。 

教育部総務

課・学校教育

室 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育課 

 

 

 

具体的施策：企業、団体等への女性の参画の促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■企業や団体等への女性の参画についての

啓発 

・実施なし 

 

・石見大田公共職業安定所との共催により

「公正採用選考推進セミナー」を開催。 

参加企業：３３社（３４名） 

 

 

 

 

・実施なし 

 

 

・大田市婦人団体連絡協議会への補助金を交

付し、活動を推奨した。 

活動内容：男女共同参画、環境学習等会員

研修、市内公共施設の清掃活動、環境美化

活動（市役所玄関前プランター花の入れ替

え等） 

 

 

 

 

●セミナーの中で女性参画に関するさま

ざまな制度について周知を図り、市内事業

所への啓発活動に取り組むことができた。 

★引き続き積極的な啓発活動に取り組み、

意識の向上を図る 

 

 

★企業訪問の際等に啓発を行いたい。 

 

 

●市内女性団体として研修等に参加する

ことで、男女共同参画への知識を深め、女

性団体相互のネットワークづくりに協力

できた。 

★女性団体における会員の高齢化に伴う

事業縮小。 

 

 

 

総務課 

 

人権推進課 

 

 

 

 

 

 

産業企画課 

 

 

社会教育課 
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３） 女性の人材育成 

具体的施策：地域リーダーの育成 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■「サンレディー大田」・「あすてらす」と連

携し、講演会やセミナーを開催 【再掲】 

・しまね女性センター主催「あすてらすフェ

スティバル 2017」（6/17 開催）島根県

と共催。 

・講演会「おひとりさまの時代をどう生き

る？」講師：中澤まゆみさん（参加 190

名）、及び分科会（参加計 220 名）開催。 

・サンレディー大田主催「第 25 回サンレデ

ィーフェスタ」（2/24 開催）共催。 

・講演会「今求められる、ことばの力 聴く

力」講師：山根基世さん（参加 250 名）。 

 

・実績なし。 

 

 

●関係機関と連携し、各種イベント等を開

催することにより、男女共同参画社会の実

現に向けた意識の形成を図ることができ

た。 

★継続的に開催し、意識の向上に繋げる。

内容や周知の方法、連携のあり方を工夫

し、積極的な働きかけと裾野を広げる努力

が必要。 

 

 

 

★関連団体と連携し、女性の地域リーダー

育成につながるような、講演会・セミナー等

の開催を検討したい。 

 

 

人権推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業企画課 

■公民館等の事業を通して、まちづくりを担

う人材育成の促進 

・各地区公民館を中心に、地域のリーダー育

成事業等を行い、地域を担う「人づくり」

の面からの支援を行った。 

・リーダー育成講座 81 回開催 

1,741 人参加 

 

・まちづくりリーダー研修会の実施 

（1 回、87 人の参加） 

・まちづくりセンターの各種事業通じ、人材

の発掘と育成を図っている。 

 

 

●伝統芸能継承を含め、事業をとおして地

域に愛着を持ち、主体的に地域に関わろう

とする人材が育成されている。 

★継続実施することで効果の定着を図る。 

 

 

●まちづくりに関心を持つ女性が増え、ま

ちづくり運営委員会に占める女性割合が

高まっている。 

●まちづくりセンターの利用及び各種事

業の参加は、圧倒的に女性の割合が高い 

★まちづくりリーダー研修会は男女の枠

なく参加を呼び掛けているが、平成 29 年

度において女性の参加はほとんどない。率

先して地域を牽引しようという女性が育

っていない。 

 

 

社会教育課 

 

 

 

 

 

まちづくり

定住課 

具体的施策：女性の社会参画促進のための情報提供 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■女性の人材育成に関わる各種学習会、研修

会の開催の周知 

・女性人材のキャリアアップ講座や女性管理

職の研修会について、窓口にパンフレット

の設置やチラシの掲示を行った。 

・市役所１F ロビー及び課の窓口等にパンフ

レットを掲出 

 

 

 

●意識啓発につながったと見込まれる。 

★周知の方法の検討を行う（企業訪問の際

に周知を行う等） 

●関係機関と連携し、情報提供や案内を行

い、啓発に取り組むことができた。 

★連携のあり方や周知方法について再度

吟味し、啓発活動に努める。 

 

 

産業企画課 

 

 

人権推進課 
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具体的施策：人材育成のための支援の充実 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■資格等の取得に係る助成制度の実施 

・助成制度はあるが、助成実績なし。 

 

●なし。 

★市内企業に資格取得助成に係る周知を

行い、女性のスキルアップにつなげる必要

がある。 

 

 

産業企画課 

 

重点目標３ 職場・家庭・地域活動における男女共同参画の推進 

 

１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の理解促進と定着 

具体的施策：固定的な性別役割分担意識の払拭のための啓発促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■「男女共同参画サポーター」と連携した啓

発活動・情報発信 

・男女共同参画週間（6/23～29）の市民へ

の周知と意識啓発のため、大田市男女共同

参画サポーターとともにぎんざんテレビ

で PR した。 

 

 

●サポーターと連携し、啓発活動に取り組

むことができた。 

 

★一人ひとりの身近な問題として捉えて

もらえるよう、啓発活動の工夫と充実が必

要。また積極的な取り組みも必要と考え

る。 

 

 

 

人権推進課 

■「サンレディー大田」・「あすてらす」と連

携し講演会やセミナーを開催 【再掲】 

・しまね女性センター主催「あすてらすフェ

スティバル 2017」（6/17 開催）島根県

と共催。 

・講演会「おひとりさまの時代をどう生き

る？」講師：中澤まゆみさん（参加 190

名）、分科会（参加計 220 名）開催。 

・サンレディー大田主催「第 25 回サンレデ

ィーフェスタ」（2/24 開催）共催 

・講演会「今求められる、ことばの力 聴く

力」講師：山根基世さん（参加 250 名）。 

 

・男性向けに家事参画を促すような、講習

会を 10 回開催した。 

 

 

●関係機関と連携し、各種イベント等を開

催することにより、男女共同参画社会の実

現に向けた意識の形成を図ることができ

た。 

★継続的に開催し、意識の向上に繋げる。

内容や周知の方法、連携のあり方を工夫

し、積極的な働きかけと裾野を広げる努力

が必要。 

 

 

 

●合計 68 名が参加し、固定的な性別役割

分担意識を変える契機となった。 

★講習会の内容の拡充を図り、多方面から

の啓発につなげたい。 

 

 

人権推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業企画課 

 

■公民館・まちづくりセンターにおいて人

権・同和教育講演会、親学講座等の開催 【再

掲】 

・１７会場、１７回開催、延６０５人参加 

 

 

 

 

 

●研修会や講座のほか、各種事業を通じて

男女共同参画につての意識啓発に努めた。 

 

 

 

 

まちづくり

定住課 
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・各地区公民館を中心に人権・同和教育講

演会、子育て講演会、親学講演会等を開

催するなかで、男女共同参画についての

学びを実施した。 

・人権、同和教育講演会  

13 回開催 400 人参加 

・子育て支援、家庭教育支援のための 

親学講座 16 回開催 231 人参加 

・親子体験活動、交流活動 

17 回開催 336 人参加 

・パパクッキング教室  

2 回開催 54 人参加 

・読み聞かせ研修会  

8 回開催 151 人参加 

・思春期・赤ちゃん交流学習事業  

20 回開催 1,833 人参加 

 

★参加者が少ないうえ、いつも同じ人たち

が参加される傾向にある研修会や講座の

内容、開催日時、周知方法などを工夫する

必要がある 

 

●各種講演会等を通じて行った意識啓発

によって、参加者の理解を深めることがで

きた。 

★継続実施することで効果の定着を図る。 

★研修会内容について、継続して市内全域

で取り組むという観点から、参加者が興味

をもてるものや、現在の社会情勢にあった

ものとなるよう、講師の選定や学習形態な

どの工夫が必要である。 

 

 

 

 

 

社会教育課 

具体的施策：家庭生活や地域活動における男女共同参画の推進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■公民館・まちづくりセンターにおいて人

権・同和教育講演会、親学講座等の開催 【再

掲】 

・１７会場、１７回開催、延６０５人参加  

 

 

 

 

 

 

・各地区公民館を中心に人権・同和教育講演

会、子育て講演会、親学講演会等を開催す

るなかで、男女共同参画についての学びを

実施した。 

・人権、同和教育講演会 

13 回開催 400 人参加 

・子育て支援・家庭教育支援のための 

親学講座 16 回開催 231 人参加 

・親子体験活動・交流活動 

 17 回開催 336 人参加 

・パパクッキング教室 

 2 回開催 54 人参加 

・読み聞かせ研修会 

 8 回開催 151 人参加 

・思春期・赤ちゃん交流学習事業 

 20 回開催 1,833 人参加 

 

 

 

●研修会や講座のほか、各種事業を通じて

男女共同参画につての意識啓発に努めた 

★参加者が少ないうえ、いつも同じ人たち

が参加される傾向にある研修会や講座の

内容、開催日時、周知方法などを工夫する

必要がある 

 

●各種講演会等を通じて行った意識啓発

によって、参加者の理解を深めることがで

きた。 

★継続実施することで効果の定着を図る。 

★研修会内容について、継続して市内全域

で取り組むという観点から、参加者が興味

をもてるものや、現在の社会情勢にあった

ものとなるよう、講師の選定や学習形態な

どの工夫が必要である。 

 

 

 

まちづくり

定住課 

 

 

 

 

 

社会教育課 
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■「男女共同参画サポーター」と連携した啓

発活動・情報発信 【再掲】 

・男女共同参画週間（6/23～29）の市民へ

の周知と意識啓発のため、大田市男女共同

参画サポーターとともにぎんざんテレビ

で PR した。 

 

 

●サポーターと連携し、啓発活動に取り組

むことができた。 

★一人ひとりの身近な問題として捉えて

もらえるよう、啓発活動の工夫と充実が必

要。また積極的な取り組みも必要と考え

る。 

 

 

 

人権推進課 

具体的施策：子育て支援の充実 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■男性の育児休暇取得に向けた取組み 

・特定事業主行動計画の推進、休暇制度の周

知 

 H29 年実績 

 男性職員の育児休業取得率：0％ 

 男性職員の育児参加休暇取得率：68％ 

 

・実績なし 

 

 

・イクボス表彰や育児休業に関する法制度に

ついての説明会・相談会のチラシを窓口に掲

示し、周知を行った。 

 

★男性職員の育児参加への意識は向上し

ているが、育児休業を取得する男性職員が

いないのが現状であり、育児休業の取得に

向けた更なる取り組みが必要。 

 

 

★関係部署、関係機関と連携し、制度につ

いて周知を図る。 

 

●意識啓発につながったと見込まれる。 

★周知の方法の検討を行う（企業訪問の際

に周知を行う等） 

 

人事課 

 

 

 

 

 

人権推進課 

 

 

産業企画課 

■保育所における延長保育、病児・病後児保

育等の特別保育事業の実施 

・ 多様な保育サービスの提供に努めた。 

・ 保育園における特別保育事業の実施 

延長保育（１０ヶ所）、一時保育（１６ヶ

所）、休日保育（１ヶ所）、病児・病後児保

育（自園型３ヶ所・オープン型１ヶ所） 

 

 

●利用件数 

延長保育 4,956 件 

一時保育 1,727 件 休日保育 164 件 

病後児 319 件   病児 60 件 

★サービスの実施により、男女ともに働き

やすい環境の形成に一定の効果があった。 

★延長保育の時間が園ごとに違うなど、実

施内容には差がある。今後も充実に努めて

いくことが必要である。 

 

 

子育て支援

課 

■放課後児童クラブ・ファミリーサポートセ

ンター事業の実施 

・多様な保育サービスの提供に努めた。 

・放課後児童クラブ：９ヶ所 

 （大田<わんぱく・ラブリー・あゆみ>・長

久・久手・朝波・仁摩・温泉津、 

大田いきいき） 

      受入児童数 延 3,402 人 

・ファミリーサポートセンター事業： 

会員数   15８人 

 

 

●利用者数  放課後児童クラブ：９ヶ所 

（大田<わんぱく・ラブリー・あゆみ>・長

久・久手・朝波・仁摩・温泉津、大田いき

いき）   

受入児童数 延 3,402 人 

ファミリーサポートセンター事業： 

会員数   15８人 

★ファミリーサポートセンターのサポー

ト利用が少ない。設立の趣旨や活動の内容

の周知が進んでいないと思われる。 

（放課後児童クラブが地元にない地域が

ある。） 

 

 

子育て支援

課 
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★ファミリーサポートセンターは学童期

の子の塾への送迎等ニーズは存在してい

るが、マッチングがうまくいかない事例も

あり会員数を拡大し、改めて制度を周知す

る必要がある。 

■幼稚園における「預かり保育」、「保育後の

園庭開放」の実施 

・預かり保育では、教育時間後も家庭の事情

により緊急的又は一時的に保育を必要と

する園児等を対象に実施。 

 年間利用者  延 842 人 

 

 

●保護者の就労体系の多様化、家庭環境の

変化に伴う保育時間の延長に対する需要

に対応 

★今後も継続 

 

教育部総務

課・学校教育

室 

 

■放課後子ども教室の実施 

・市内校区単位で放課後子ども教室を実施。

（14 か所 18 教室） 

 

 

 

 

●地域の実情を踏まえながら実施した。地

域の協力もあり、放課後対策として有効で

ある。 

★開設希望の団体については速やかに支

援を行うことができた。 

 

 

社会教育課 

■ひとり親家庭への援助体制の強化 

・母子・父子自立支援員。 

 ひとり親家庭のさまざまな相談（就労支

援、経済的な相談など）に対応するため、

母子・父子自立支援員を１名配置してい

る。 

 

・男女を問わず、配偶者等からのＤＶ等の防

止に関する学習や相談窓口があることを

周知（子どもへの暴力・虐待を防ぐ取り組

みを含む） 

・小中学校における就学援助事業を実施。 

 

 

●年間相談件数 294 件 

●配置人員    1 名 

★相談範囲が年々広がっているが、今後も

継続して人員を配置する。 

 

 

●就学援助事業により保護者の経済負担

の軽減を図った。 

★今後も継続 

 

子育て支援

課 

 

 

 

 

教育部総務

課・学校教育

室 

■妊産婦面接、乳幼児相談、乳幼児健診、予

防接種、離乳食教室等の実施 

・妊娠届出時の妊婦面接、新生児訪問を年間

通して全数実施。 

・乳幼児相談、乳幼児健診、妊婦乳幼児家庭

訪問、予防接種、離乳食教室を継続して定

期実施。 

 

 

●支援の必要な妊産婦の早期支援につな

がった。 

●乳幼児相談は新生児の全数訪問により、

参加者が増加し、気軽に相談できる場とし

て周知されつつある。 

★乳幼児相談、離乳食教室の周知を継続し

て行う。 

 

 

健康増進課 

■母子保健推進員による妊婦支援の充実 

・母子保健推進員による妊婦支援、こんにち

は赤ちゃん訪問事業による家庭訪問、地域

での育児サークルの開催等により、地域で

子育てをする中で、身近な相談役として支

援を継続して実施。 

 

●妊婦への面談件数は就労妊婦も多く減

少しているが、母子保健推進員に対して、

母乳育児の推進に関する研修を実施し、妊

産婦に対する支援のスキルアップを行っ

た。 

★妊娠中は就労している妊婦が多く、母子

保健推進員と連絡がとれないことがある

が、妊娠中からの関わりが重要であり支援

を継続する。 

 

健康増進課 
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■一般不妊治療費等の助成制度の実施 

対  象：大田市内に住所を有する夫婦 

助成対象：保険適応の不妊治療及び検査、人

工授精の治療費 

助成額：1 夫婦に対して上限 15 万円/年 

助成期間：3 年間（中断期間を含まず） 

 

 

●助成件数 29 件（1 期：24 件、2 期：

3 件、3 期：2 件） 

年度内の妊娠届出は助成件数のうち 14

件 

★助成事業の住民周知及び医療機関周知

を継続する。 

 

 

健康増進課 

■子育ての不安軽減等のための相談支援体

制の充実 

・地域子育て支援センター事業。 

 育児不安等に対する相談指導、子育てサー

クル等への支援、子育て情報の提供など、

子育て家庭に対する育児支援を市内３か

所で実施。 

 

 

 

・支援が必要なケースについては、妊娠期か

ら関係機関と随時情報共有しながら支援

を実施。 

 

 

 

●利用者数(年間延べ) 

・ 大田子育て支援センター 5,136 人 

・ 仁摩子育て支援センター   915 人 

・ 温泉津子育て支援センター  48 人 

★在宅の子育て親子に対する子育て相談

や育児支援、育児サークル育成を行ってお

り利用頻度も高い。 

 

●関係機関との情報共有により、妊娠早期

からの支援が実施できている。 

★支援が必要なケースが増加しており、関

係機関との切れ目のない支援体制を整備

する必要がある。 

 

 

 

子育て支援

課 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 

■多世代同居・近居への支援 

・19 件：940 千円 

（うち UI ターン加算 9 世帯） 

●定住のきっかけに効果的な事業となり、

子育ての経費軽減にもつながったと思わ

れる。 

★申請件数は増加したが、より、UI ター

ンの促進の事業となるよう制度改正する

こととした。 

 

まちづくり

定住課 

■結婚から子育てまで切れ目なく相談でき

る窓口の設置 

・継続 43 世帯 

（うち UI ターン加算 10 世帯） 

 

 

 

 

 

・施策体系に見合う事業が実施できていな

い。 

 

 

・妊娠届出時面接より、支援が必要なケース

を把握し関係機関と随時情報共有しなが

ら支援を実施。 

 

 

 

 

●申請時に住居相談のほか、相談内容に応

じ各種窓口につなげることができた。 

★新婚さん住まい応援事業は H28 をも

って廃止となったが、その他事業での申請

時に相談があった際、内容に応じて対応が

可能である。 

 

★今後、母子保健事業で設置される、子育

て世代包括支援センターを中心に事業実

施に向け関係課と役割を検討したい。 

 

●関係機関との情報共有により、妊娠早期

からの支援が実施できている。 

★支援が必要なケースが増加しており、関

係機関との切れ目のない支援体制を整備

する必要がある。 

 

 

 

まちづくり

定住課 

 

 

 

 

 

子育て支援

課 

 

 

健康増進課 
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具体的施策：介護サービスの充実 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■介護保険制度やサービスの周知 

・あったかいね介護保険、介護保険サービス

マップ、高齢者べんり帳を作成・配布し、

制度やサービスの充実を図った。 

 

 

●市民への介護保険制度やサービスの周

知ができた。 

★広報やぎんざんテレビ等も活用し、市民

への更なる介護保険制度やサービスの周

知を図りたい。 

 

 

介護保険課 

■地域包活支援センターによる相談体制の

強化と支援の充実 

・地域包括支援センターにおいて、相談支援

体制整備の強化に向けた研修や協議を行

った。 

 

 

 

●相談者に対する適切な相談支援ができ

た。 

★職員の相談支援技術の更なる向上を図

りたい。 

 

 

 

介護保険課 

 

２）職場環境の整備 

具体的施策：雇用の確保の体制づくり 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■大田市無料職業紹介所の開設 

・相談実績なし。 

 

★窓口での求人対応の際、周知をしたい。 

 

産業企画課 

具体的施策：企業における取組みの促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■男女雇用機会均等法の周知・啓発 

・窓口に男女雇用機会均等に関する、パン

フレットを掲示し、周知を行った。 

 

 

 

 

・石見大田公共職業安定所との共催による

「公正採用選考推進セミナー」におい

て、参加企業に対し男女雇用機会均等法

について説明をした。参加企業：３３社

（３４名） 

 

●関心を持つきっかけづくりとなった。 

 

●意識啓発につながったと見込まれる。 

★周知の方法の検討を行う（企業訪問の際

に周知を行う等） 

 

●セミナーの中で女性参画に関するさま

ざまな制度について周知を図り、市内事業

所への啓発活動に取り組むことができた。 

★関係部署、関係機関と連携し、継続的、

積極的な取り組みが必要。 

 

 

人権推進課 

 

産業企画課 

 

 

 

人権推進課 

■企業のポジティブ・アクション（積極的

改善措置）の普及啓発 

・働きやすい職場環境つくりに関しての、チ

ラシ・ポスターを窓口に掲示し、周知を行

った。 

 

 

●意識啓発につながったと見込まれる。 

★周知の方法の検討を行う（企業訪問の際

に周知を行う等） 

 

 

 

産業企画課 

 

■女性活躍推進法に関する情報発信 

・県の主催する、セミナー・説明会に関して

の周知を行った。 

 

 

●意識啓発につながったと見込まれる。 

★周知の方法の検討を行う（企業訪問の際

に周知を行う等） 

 

産業企画課 
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具体的施策：男女がともに安心して働き続けるための環境整備 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■母性保護に関する法律の遵守と理解促進 

・実施なし 

 

 

・妊娠届出時、働いている妊婦に対し「母性

健康管理指導事項連絡カード」の周知。事

業主への母性保護に関する法律遵守の文

章送付。（19 件） 

 

★周知の方法の検討を行う（企業訪問の際

に周知を行う等） 

 

●事業主への送付を希望する人は少ない

が、妊娠届出時働く妊婦には周知を図るこ

とができている。 

★職場によっては、法律遵守が十分でな

く、妊娠、出産による退職が発生している

ため、マタハラの防止等について職場への

啓発が必要である。 

 

 

産業企画課 

 

 

健康増進課 

■男性の育児休暇取得に向けた取組み 【再

掲】 

・特定事業主行動計画の推進、休暇制度の周

知 

 H29 年実績 

 男性職員の育児休業取得率：0％ 

 男性職員の育児参加休暇取得率：68％ 

 

 

・実績なし 

 

 

 

・イクボス表彰や育児休業に関する法制度に

ついての説明会・相談会のチラシを窓口に

掲示し、周知を行った。 

 

 

 

★男性職員の育児参加への意識は向上し

ているが、育児休業を取得する男性職員が

いないのが現状であり、育児休業の取得に

向けた更なる取り組みが必要。 

 

 

 

★関係部署、関係機関と連携し、制度につ

いて周知を図る。 

 

 

★周知の方法の検討を行う（企業訪問の際

に周知を行う等） 

 

 

 

人事課 

 

 

 

 

 

 

人権推進課 

 

 

 

産業企画課 

具体的施策：あらゆるハラスメントの防止 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■関係機関と連携したあらゆるハラスメン

ト防止についての周知・意識啓発 

・自治研修所主催の研修会に参加。 

 

 

・石見大田公共職業安定所との共催による

「公正採用選考推進セミナー」において、

参加企業に対しハラスメント防止につい

て説明をした。 

参加企業：３３社（３４名） 

 

 

・セクハラ、パワハラ防止に関する、チラシ

やパンフレットを掲示し、周知を行った。 

 

 

●職員の意識啓発につながった。 

 

 

●参加企業に対しさまざまなハラスメン

トについて周知を図り、啓発活動に取り組

むことができた。 

★引き続き積極的な啓発活動に取り組み、

意識の向上を図る 

 

 

●意識啓発につながったと見込まれる。 

★周知の方法の検討を行う（企業訪問の際

に周知を行う等） 

 

 

 

人事課 

 

 

人権推進課 

おおだふれ

あい会館 

 

 

 

 

産業企画課 
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重点目標４ 地域・農山漁村等における男女共同参画の推進 

 

１）農林水産業・自営商工業等における女性の地位の向上 

具体的施策：固定的な性別役割分担意識の払拭のための啓発促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■農林水産業・自営商工業等に従事する女性

の地位向上に向けた意識啓発のための研修

会の開催 

・実績なし 

 

・実施なし 

 

 

 

★企業訪問の際に実施を検討する。 

 

★農業の機械化、高性能化により女性によ

る農業機械オペレーター養成会等の実施

が必要。 

 

 

 

産業企画課 

 

農林水産課 

 

 

具体的施策：農林水産業・自営商工業等における女性の参画促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■関係機関と連携し、女性の参画促進のた

めの意識啓発のための研修会の開催 

・実績なし 

 

 

・実施なし 

 

 

★女性の参画に向けての取り組みを検討

したい。 

 

★農林水産業においても、引き続き女性参

画組織の取組みについての意識づくりが

必要。 

 

 

産業企画課 

 

 

農林水産課 

 

■農林水産業・自営商工業等の各種審議会

等への女性の参画促進 

・実績なし 

 

 

・なし 

 

 

 

★女性の参画に向けての取り組みを検討

したい。 

 

★多様なニーズを有する協議会等につい

ては積極的に女性参画を促進する必要が

ある。 

 

 

産業企画課 

 

 

農林水産課 

 

■集落営農組織等への女性の参画促進 

・基盤整備事業の実施を契機にした法人化

した集落営農組織において、女性組合員

の高収益作物生産にかかる作業への参加

を促した。 

 

●女性の営農組織への参加意識が高まっ

ている。 

★集落営農組織の継続的な取り組みが期

待できる。 

 

農林水産課 

 

■農業委員への女性登用等の促進 

・現委員４５名（農業委員１７名、農地利

用最適化推進委員２８名）のうち、女性

農業委員１名（２．２％） 

平成３０年２月改選による 

 

●県内の女性農業委員で構成する「しまね

農業委員会女性協議会」の会員として他市

町村の女性委員と交流を図っている。 

★農業委員会の主な業務が法令に基づく

事項であるため、女性としての観点を活か

せる機会は少ない。 

★本年度の改選により女性委員の数が３

名から１名となったため、研修会に積極的

に参加するなど、次期改選時の女性委員増

に向けた活動が望まれる。 

 

農業委員会 
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具体的施策：女性の経済的地位の向上 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■農林水産業の女性技術者や担い手の育成 

・平成２９年１月より、就農に向けた農業

体験（研修）に取り組んでおり、農業関

係機関において就農計画作成等の支援を

おこなった。 

 

●平成３０年４月より新規就農者として

営農開始している。 

★これから就農を考える女性に対する励

みになる。 

 

 

農林水産課 

 

２）防災分野における男女共同参画の推進 

 

具体的施策：防災対策における男女共同参画の意識啓発 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■災害発生時に備え、女性や要配慮者に配

慮・支援する体制を整備 

・継続的にトイレテント、間仕切りテントを

整備。 

・幼児、高齢者に対し、おかゆ、ビスケッ

ト、アレルギー対応非常食を整備。 

 

 

 

●プライバシーの確保。 

★今後は、乳幼児に対するミルク、授乳室

等の配慮も必要。 

 

 

 

危機管理課 

 

 

具体的施策：自主防災組織等への女性の参画促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■自主防災組織等において役割に応じて編

成される各班への女性の参画促進 

・自主防災組織リーダー研修会、大田市総

合防災訓練の実施及び各自主防災会によ

る防災訓練及び講習会の開催。 

 

 

 

●防災訓練等に参加し体験することで女

性の参画を促進した。 

★各種訓練等への参加率は高いが、自主防

災組織の女性班員率は依然低い。 

 

 

 

 

危機管理課 

■避難所運営において、女性が参画できる

体制の整備 

・実施なし。 

 

 

★避難所におけるニーズは多様化してお

り、運営主体となる組織においては依然と

して女性の参画が少ない。 

 

 

 

 

危機管理課 

 

３）だれもが安心して暮らせる環境の整備 

具体的施策：子育て支援の充実 【再掲】 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

※仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）の理解と定着と同じ 
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具体的施策：高齢者の社会参画の促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■地域介護予防活動支援事業への積極的参

加の推進 

・高齢者通いの場づくり事業を実施した。 

 

 

●参加者の閉じこもり予防や運動機能の

向上を図れた。 

★市内全域での高齢者通いの場づくりの

実施、未実施地区での実施支援を図る。 

 

 

 

介護保険課 

 

 

■介護予防教室の実施と男性の積極的参加

の推進 

・介護予防教室を実施した。 

・高齢者通いの場づくり事業への男性参加

の促進を図った。 

 

 

 

●介護予防教室の実施による介護予防の

推進ができた。 

●サロンに比べ、高齢者通いの場づくり

事業への男性参加が増えた。 

★更なる男性の参加促進のための声がけ 

、プログラムの実施を図りたい。 

 

 

 

介護保険課 

■公民館事業における、高齢者の持つ豊か

な経験と知識・技術を活かせる活動の推進 

・学社連携・融合の各種事業（放課後子ど

も教室、学校支援地域本部事業、ふるさ

と教育推進事業等）の中で、特に高齢者

のもつ豊かな経験と知識・技能を活かせ

るよう努めており、地域講師やボランテ

ィアとして年間を通じ、参画している。

また、公民館事業の中で、高齢者と子供

たちのふるさと学習講座を実施。 

     11 回実施 282 人参加 

 

 

●地域講師やボランティアとして参画す

ることや、地域での世代間交流に参加す

ることで、地域に貢献しているという意

識が、自身の生きがいともなる。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

 

 

社会教育課 

具体的施策：介護サービスの充実 【再掲】 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

※仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）の理解と定着と同じ 

 

  

具体的施策：障がい福祉サービスの充実 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■障がい福祉サービスの周知 

・障がい者福祉のしおり「べんり帳」の平

成 29 年度版を作成。 

・ホームページや広報紙への情報掲載。 

 

 

 

●障がい福祉サービスの周知、相談支援体

制の充実により、障がい者の自立及び社会

参加を推進するとともに、介護者の負担軽

減が図れている。 

★大田市障がい者福祉計画に沿った取り

組みを展開している。計画目標数値を下回

る結果も出ているため、ニーズに応じたサ

ービス提供ができる環境整備などに努め

る必要がある。 

 

地域福祉課 
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■相談体制の強化と支援の充実 

・障がい者相談員（身体・知的）を 5 名設

置 

・相談支援事業所 2 事業所 

 

 

●障がい福祉サービスの周知、相談支援体

制の充実により、障がい者の自立及び社会

参加を推進するとともに、介護者の負担軽

減が図れている。 

★大田市障がい者福祉計画に沿った取り

組みを展開している。計画目標数値を下回

る結果も出ているため、ニーズに応じたサ

ービス提供ができる環境整備などに努め

る必要がある。 

 

 

 

地域福祉課 

■障がい児支援サービスの充実 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・障がい児相談支援 

 

●障がい福祉サービスの周知、相談支援体

制の充実により、障がい者の自立及び社会

参加を推進するとともに、介護者の負担軽

減が図れている。 

★大田市障がい者福祉計画に沿った取り

組みを展開している。計画目標数値を下回

る結果も出ているため、ニーズに応じたサ

ービス提供ができる環境整備などに努め

る必要がある。 

 

 

 

地域福祉課 

具体的施策：外国人相談窓口の開設 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■公益財団法人しまね国際センター内に開

設されている外国人相談窓口の周知 

・大田市ホームページへの掲載。 

 

 

★外国人からの問い合わせがなく、周知で

きているかが不明である。 

 

 

 

総務課 

 

■日本語教室のボランティアグループや関

係機関と連携し相談体制の強化を図る 

・ボランティアサークルと連携を図り、市

内在住の外国人の生活相談への対応をし

た。 

・外国語で書かれた日本の法制度、相談窓

口についてのチラシを窓口に設置。 

 

 

 

 

・在住外国人共生市民の会との意見交換を

行なった。 

 

 

●市内在住の外国人が参加し、生活相談や

情報交換等、ネットワークづくりを図っ

た。 

★日本語教室のボランティアの確保に加

え、在住外国人への周知が必要。市内事業

所等との連携も視野にいれる必要がある

と思われる。 

 

 

●諸課題に関する行政担当部署の検討及

び関係課と連携を行うことの確認。 

★学校教育カリキュラム等の作成。 

★学校及び子どもの実情に応じた支援が

できる人的配置、人材確保。 

 

 

 

人権推進課 

おおだふれ

あい会館 

 

 

 

 

 

 

教育部総務

課・学校教育

室 
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基本目標Ⅲ 個人の尊厳の確立 

 

 

重点目標５ 男女間におけるあらゆる暴力の根絶 

 

１） 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 

具体的施策：市民への意識啓発 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■広報等を活用した人権意識を高めるため

の学習・研修の機会の提供 

・毎月の広報紙において、人権推進課からの

人権啓発ページ「きずな」を確保した。ま

た、おおだふれあい会館や男女共同参画セ

ンターあすてらす等の各種催し物を、適時

広報紙やホームページ等を活用し情報提

供に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

・関係機関と共催で開催した講座等につい

て、広報紙、ホームページ、ぎんざんテレ

ビ等で周知。 

・男女共同参画週間（6/23～29）の市民へ

の周知と意識啓発のため、大田市男女共同

参画サポーターとともにぎんざんテレビ

で PR した。 

 

 

 

●毎月の広報紙の中に人権に関わるペ

ージを確保することで、市民の方に継続

して読んでもらえることが出来た。 

●人権に関わる各種催し物を様々な媒

体を通じて提供することで、より市民の

目に触れることが出来た。 

★両者とも継続し実施していくことで、

より市民への意識啓発への効果が期待

される。 

★情報提供方法について、より効果的な

提供の仕方がないか等、検討する必要が

ある。 

 

●人権に関連するさまざまな催し物に

ついて、様々な媒体を利用して周知し、

情報提供することができた。 

●サポーターと連携し、啓発活動に取り

組むことができた。 

★継続的に実施していくことにより、意

識の向上へ繋げる取り組みが必要。 

★一人ひとりの身近な問題として捉え

てもらえるよう、啓発活動の工夫と充実

が必要。また積極的な取り組みも必要と

考える。 

 

 

 

政策企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権推進課 

■「女性に対する暴力をなくす運動」、「女性

の人権ホットライン」などの周知と広報活動 

 

・大田市ホームページで告知。 

 

 

 

●市民に向けて意識啓発に取り組むこ

とができた。 

★関係部署、関係機関と連携し、積極的

に啓発活動を行う必要がある。その中

で、周知方法等についても手法を検討

し、理解を深めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

人権推進課 

おおだふれあ

い会館 
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具体的施策：女性相談窓口の周知及び支援体制の強化 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■女性に対する暴力等の人権侵害に関する

相談窓口の周知及び関係機関との連絡体制

の強化 

・あすてらす女性相談室との連携を図る 

・市庁舎１F 女性トイレ及び１F ロビーに相

談窓口の案内カードを配置 

 

 

 

 

●関係部署、関係機関と連携を図り、さ

まざまな人権問題について支援に努め

た 

★関係部署、関係機関と更なる連携を図

り、ケースに応じた支援が速やかに行え

るよう、努力する。また、相談窓口等の

制度についても広く周知を図る 

 

 

 

人権推進課 

おおだふれあ

い会館 

 

 

■「大田市女性・児童・高齢者に対する暴力・

虐待対策庁内連絡会」の開催 

・実績なし 

 

 

 

★関係部署、関係機関と連携し、開催に

向けて取組を進める。 

 

人権推進課 

■ひとり親家庭への援助体制の強化 【再

掲】 

・母子・父子自立支援員 

 ひとり親家庭のさまざまな相談（就労支

援、経済的な相談など）に対応するため、

母子・父子自立支援員を１名配置してい

る。 

 

・男女を問わず、配偶者等からのＤＶ等の防

止に関する学習や相談窓口があることを

周知（子どもへの暴力・虐待を防ぐ取り組

みを含む） 

・小中学校における就学援助事業を実施。 

 

 

●年間相談件数 294件 

●配置人員    1 名 

★相談範囲が年々広がっているが、今後

も継続して人員を配置する。 

 

 

●就学援助事業により保護者の経済負

担の軽減を図った。 

★今後も継続 

 

 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

具体的施策：子どもへの暴力・虐待を防ぐ取組み 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■「児童虐待防止法」についての周知 

・児童虐待について関係機関と協力し、市内

のショッピングセンターにおいて街頭活

動を実施した。（参加者：27 名） 

・保育士を中心にした児童虐待防止研修会を

開催。 

  平成 30年 3月 11日 69 名出席 

 

・実績なし 

 

●研修は児童に対する体罰禁止、虐待に

あたる行為について周知。 

★研修後の現場の認識、取り組みの確認

が必要。 

★虐待にあたる行為については市民向

けの周知が別途必要。 

 

★関係部署、関係機関と連携し、制度に

ついて周知を図る 

 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

人権推進課 

■子どもへの暴力・虐待に関する相談体制の

充実と窓口の周知 

・早期発見、解決に向け、関係機関及び関係

各課と連携を図った。 

 

 

 

 

 

 

●多岐にわたる人権問題について、関係

各所と連携し、積極的な支援に努めた。 

★関係部署、関係機関と連携し、積極的

に啓発活動を行う必要がある。その中

で、周知方法等についても手法を検討

し、理解を深めていく必要がある。 

 

 

人権推進課 

おおだふれあ

い会館 
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・１１月の児童虐待防止推進月間にあわせ、

街頭キャンペーンを行った。 

・市内の小中学校及び幼稚園、保育園で啓発

ポスターの掲出、チラシの配布を行って、

虐待防止の啓発、相談窓口の周知を行っ

た。 

 

 

 

 

・乳幼児健診等母子保健事業の中で、健康増

進課、子育て支援課が窓口であることを周

知。 

●虐待に関する情報が入れば、関係機関

が連携をとりケース会議を開くなど、虐

待への対応ができている。 

★児童福祉法改正の内容（親権者の必要

な内容が範囲を超えた懲戒禁止を明文

化）を踏まえて保護者の人権意識の向上

が必要。 

★現場での保育児童対応への啓発等も

必要。 

 

●保護者自身、医療機関等の関係機関、

地域住民より相談があり、一定の周知が

図られていると考えられる。 

★休日、夜間や緊急時の窓口体制では不

十分な面がある。 

 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 

 

 

 

■関係機関との連絡体制を強化し、虐待の早

期発見・早期対応に努める 

・要保護児童対策地域協議会の実務者会議を

開催し、関係機関との連携協力を図った。 

 

 

 

 

 

 

・「母子保健対策における児童虐待予防対応

マニュアル」に基づき、子育て支援課等関

係機関と連携を図りながら、妊娠期から児

童虐待の早期発見・早期支援に努めてい

る。 

 

 

●虐待に関する情報が入れば、関係機関

が連携をとりケース会議を開くなど、虐

待への対応ができている。 

★児童福祉法改正の内容（親権者の必要

な内容が範囲を超えた懲戒禁止を明文

化）を踏まえて保護者の人権意識の向上

が必要。 

 

●必要なケースについては関係機関と

連携を図った支援が行えている。 

★支援の背景が複雑であり、対応が困難

なケースが増加しており、より専門的な

対応が必要とされるケースが増加して

いる。 

 

 

 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 

■小・中学校での思春期・赤ちゃんふれあい

交流学習事業の実施 

・各公民館を中心に実施した、 

思春期・赤ちゃん交流学習事業 

20 回開催 1,833人参加 

 

 

 

 

 

・実施期間：H29.5～11 月 

・実施場所：市内 5か所（中学校 4か所、小

学校 1か所） 

・実施内容：公民館連絡協議会に委託実施。

赤ちゃんと保護者が学校等に行き、児童・

生徒とふれあい、命の大切さ・子育てや家

庭の大切さ・社会的スキルの向上を目的に

開催。延 1,416人の参加。 

 

 

●児童が乳幼児とのふれあいを通して、

命の大切さや親への感謝、家族の絆の大

切さを理解する。また、地域の人と接す

ることで、コミュニケーション能力の向

上を図れる。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

 

●児童・生徒は「家族への感謝の気持ち」

や「家族から大切にされてきた自分の存

在（命）」に気づくことができていた。ま

た、相手を大切にする気持ちが育まれ

た。 

●保護者等：地域の支援者とつながり、

わが子の成長が楽しみとなり、育児不安

の軽減につながった。 

 

 

社会教育課 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 
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●地域スタッフ：学校、地域の関係機関、

地域住民が協同して取り組むことがで

き、地域における子育て支援の機運が高

まった。 

★乳児とふれあう機会が減少し、子育て

に不安を抱く親が多くいるため、思春期

に小さな子どもとふれあう機会が今後

も必要である。 

★引き続き、公民館、学校、地域、行政

等が協働し、子育てネットワークづくり

の視点で取組むことが必要である。 

 

重点目標６ 健康づくりの推進 

 

1）生涯を通じた健康づくりの推進 

具体的施策：生涯を通じた男女の健康支援と意識啓発 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■身近な地域において健康づくりを進める

「健康づくり推進事業」の推進 

・市内、8 地区において、各地区健康づくり推

進協議会等へ健康づくり推進事業を委託に

より実施した。 

(平成 29 年度継続：7 地区、新規 1地区) 

 

 

●地域が主体的に健康づくりに取り組

める環境づくりができた。 

★参加者及び活動内容の固定化、リーダ

ーの高齢化や担い手不足等の課題があ

り、健康づくり推進協議会等への継続し

た支援が必要である。 

★大田町など市街地部については、事業

導入方法等の検討が必要である。 

 

 

 

健康増進課 

■特定健康診査、特定保健指導、健康教育、健

康相談、家庭訪問の実施 

＜特定健診＞ 

・実施期間：H29.6～12 月 

（集団および個別健診） 

・対象者：大田市国保被保険者、後期高齢者医

療被保険者、生活保護世帯員 

・実施方法：島根県環境保健公社及び 

特定健診実施医療機関にて実施 

＜特定保健指導＞ 

・特定健診の結果、積極的支援及び 

動機付け支援対象者へ案内を送付。 

・島根県環境保健公社へ委託し、指導実施。 

 

 

●1 年に 1 回自身の健康状態を振り返

る機会となっている。 

また、生活習慣病またはその危険因子を

早期に発見し、栄養や運動等の生活指導

や適切な治療に結びつけることにより、

健康の保持・増進につながっている。 

★女性に比べ男性の受診率が低く、年齢

別にみると５０歳代までの若年層の受

診率が低い。より多くの対象者が健診を

受けるように、実施方法や啓発方法を検

討していく必要がある。 

★特定保健指導について、引き続き利用

勧奨をしていくとともに、未利用者への

状況確認も訪問等を通して実施してい

く必要がある。 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 
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■がん検診事業による、がんの早期発見と正し

い知識の普及啓発 

・特定保健指導、健康教育、健康相談、事業所

健診など各種健（検）診と連携し、がん検診

の必要性やがんの早期発見のための啓発を

実施した。 

・乳がん検診、大腸がん検診の節目年齢の方を

対象に、無料クーポン券を送付した。 

・乳がん検診受診意向調査を実施し、一人でも

多くの対象者が受診につながるよう啓発を

実施した。 

 

 

●無料クーポン券対象者の受診は３割

程度を維持しており、一定の効果があっ

た。 

●乳がん検診については、受診率上昇し

ていることから受診意向調査に一定の

効果があり、住民への検診受診の動機づ

けとなった。 

★市の検診ではなく、職場や医療機関で

受診をした方の数が把握できないのが

現状。 

★引き続き、適切な検診間隔での受診が

できるよう通知方法の工夫を凝らし、啓

発を実施していく必要がある。 

 

 

 

 

健康増進課 

具体的施策：健康の保持増進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■高齢者体力アップ事業、介護予防教室等の実施 

・高齢者体力アップ事業を実施した。 

 

 

●高齢者向けトレーニングマシンを使

用した運動を実施するとともに、「０８

５４－８体操」を製作し、研修会を通じ

た普及を行い、高齢者の運動機能の向上

を図ることができた。 

●介護予防教室を開催し、介護予防や認

知症予防の啓発ができた。 

★高齢者の運動機能向上を図っている

が、高齢者向けトレーニングの実施にお

いては、年間を通じた利用者数のさらな

る増加を図るとともに、「０８５４－８

体操」の市内全域での普及拡大を図って

いく。 

 

 

 

介護保険課 

■公民館事業においてスポーツ教室や健康に

関する活動を推進 

・各地区公民館を中心に、スポーツ教室や健康

に関する講座を開催し、生涯を通じて健康づ

くりを推進した。 

・スポーツ教室 7回開催 137 人参加 

・健康教室 7回開催 137 人参加 

 

 

●スポーツや健康づくりの場の提供を

とおして、参加者は自らの健康づくりの

みならず、競技を競いながら地域間、個

人間の交流づくりにもつながる。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

★事業の中には大田市健康増進計画に

基づき、他課と連携して行う事業もあ

る。今後も継続実施する。 

 

 

 

 

社会教育課 
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２）妊娠・出産等に関する健康支援 

具体的施策：妊娠出産に関する支援 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■母子保健手帳交付時の健康指導や「母子保

健サービスガイド」の配布 

・妊娠届出時妊婦面接でサービスガイドを用

い、妊娠・出産に関する制度、妊婦健診等の

説明を実施。 

 

 

●すべての妊婦に面接を行い、妊娠中の

健康管理、必要な制度の説明を行うこと

ができた。妊婦アンケートを実施し、妊

娠、出産、育児に関する不安等支援の必

要な妊婦に早期に内応することができ

た。 

★今後も妊娠届出時の全数面接を継続

し、妊娠中からの切れ目のない支援を実

施する。 

 

 

健康増進課 

■妊産婦面接、乳幼児相談、乳幼児健診、予防

接種、離乳食教委室等の実施 【再掲】 

・妊娠届出時の妊婦面接、新生児訪問を年間通

して全数実施。 

・乳幼児相談、乳幼児健診、妊婦乳幼児家庭訪

問、予防接種、離乳食教室を継続して定期実

施。 

 

 

●支援の必要な妊産婦の早期支援につ

ながった。 

●乳幼児相談は新生児の全数訪問によ

り、参加者が増加し、気軽に相談できる

場として周知されつつある。 

★乳幼児相談、離乳食教室の周知を継続

して行う。 

 

 

健康増進課 

■母子保健推進員による妊婦支援の充実【再

掲】 

・母子保健推進員による妊婦支援、こんにちは

赤ちゃん訪問事業による家庭訪問、地域での

育児サークルの開催等により、地域で子育て

をする中で、身近な相談役として支援を継続

して実施。 

 

 

 

●妊婦への面談件数は就労妊婦も多く

減少しているが、母子保健推進員に対し

て、母乳育児の推進に関する研修を実施

し、妊産婦に対する支援のスキルアップ

を行った。 

★妊娠中は就労している妊婦が多く、母

子保健推進員と連絡がとれないことが

あるが、妊娠中からの関わりが重要であ

り支援を継続する。 

 

 

健康増進課 

■子育ての不安軽減等のための相談支援体制

の充実 【再掲】 

・地域子育て支援センター事業 

 育児不安等に対する相談指導、子育てサーク

ル等への支援、子育て情報の提供など、子育

て家庭に対する育児支援を市内３か所で実

施。 

 

 

 

・支援が必要なケースについては、妊娠期から

関係機関と随時情報共有しながら支援を実

施。 

 

 

●利用者数（年間延べ） 

大田子育て支援センター5,136 人 

 仁摩子育て支援センター  915人 

 温泉津子育て支援センター 48 人 

★在宅の子育て親子に対する子育て相

談や育児支援、育児サークル育成を行っ

ており利用頻度も高い。 

 

●関係機関との情報共有により、妊娠早

期からの支援が実施できている。 

★支援が必要なケースが増加しており、

関係機関との切れ目のない支援体制を

整備する必要がある。 

 

 

 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 
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重点目標７ 人権尊重の意識の高揚 

 

１）男女平等の視点に立った人権教育の推進 

具体的施策：小・中学校における人権教育の充実 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■人権・同和教育に視点をあてた公開授業の

実施 

・授業公開日に、人権・同和教育に視点をあて

た授業を全学級で行った。 

 

 

 

 

 

●保護者の方に人権・同和教育の取り組

みへの理解を深めるとともに、家庭での

会話のきっかけつくりとなった。 

★記述での感想を聞くことはできたが、

懇談などで意見を交わす場を設けると

よい。 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

 

 

 

■「基本的人権の尊重」について指導するなど

意識向上への取組 

・毎学期人権週間の取り組みを行い、人権の大

切さを理解し、実践的態度を身につけること

ができるよう繰り返し指導した。 

・人権の花運動、人権に関する標語・ポスター

作文などの取り組みを通して人権について

考えた。 

 

 

●児童・生徒の意識を高めることができ

た。 

★取り組みの時期だけでなく、折に触れ

て指導していくことが大切である。 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

■教職員研修の充実 

・校内研修を計画的に行い、教職員の人権意識

を高めていくことに努めた。 

 

 

 

 

●具体的な事例を通し、参画的な研修に

努めることで、人権問題が起こりやすい

状況や人間関係についての認識を深め、

未然防止を心がける機会となった。 

★校内研修の内容を工夫しながら、今後

も継続的に行っていきたい。 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

 

 

■公民館・まちづくりセンター・学校・保護者

と連携し、人権・同和教育研修会の開催 【再

掲】 

・１７会場、１７回開催、延６０５人参加  

 

 

 

 

 

 

 

・まちづくりセンターとＰＴＡが連携し、人権

研修会を開催し、教職員・保護者、地域の方々

も含めた意識の啓発を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修会や講座のほか、各種事業を通じ

て男女共同参画についての意識啓発に

努めた。 

★参加者が少ないうえ、いつも同じ人た

ちが参加される傾向にある研修会や講

座の内容、開催日時、周知方法などを工

夫する必要がある。 

 

●保護者と地域住民が一緒に研修を受

けることで、必要性を感じることができ

ている。 

★親子で参加することにより、人とのつ

ながりを意識し、人権意識を高める機会

としたい。 

★地域へのより積極的な働きかけをま

ちづくりセンター等と連携して考えて

いきたい。 

 

 

 

まちづくり定

住課 

 

 

 

 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 
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・各地区公民館を中心に人権・同和教育講演

会、子育て講演会、親学講演会等を開催する

なかで、男女共同参画についての学びを実施

した。 

・人権、同和教育講演会 

 13 回開催 400 人参加 

・子育て支援、家庭教育支援のための 

親学講座 16 回開催 231 人参加 

・親子体験活動、交流活動 

 17 回開催 336 人参加 

・パパクッキング教室 

 2 回開催 54 人参加 

・読み聞かせ研修会 

 8 回開催 151 人参加 

・思春期・赤ちゃん交流学習事業 

 20 回開催 1,833 人参加 

 

●各種講演会等を通じて行った意識啓

発によって、参加者の理解を深めること

ができた。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

★研修会内容について、継続して市内全

域で取り組むという観点から、参加者が

興味をもてるものや、現在の社会情勢に

あったものとなるよう、講師の選定や学

習形態などの工夫が必要である。 

 

 

 

 

 

 

社会教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策：あらゆる機会をとらえた人権教育の実施 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■広報等を活用した啓発活動 

・毎月の広報紙において、人権推進課からの人

権啓発ページ「きずな」を確保した。また、

おおだふれあい会館や男女共同参画センタ

ーあすてらす等の各種催し物を、適時広報紙

やホームページ等を活用し情報提供に努め

た。 

 

 

●毎月の広報紙の中に人権に関わるペ

ージを確保することで、市民の方に継続

して読んでもらえることが出来た。 

●人権に関わる各種催し物を様々な媒

体を通じて提供することで、より市民の

目に触れることが出来た。 

★両者とも継続し実施していくことで、

より市民への意識啓発への効果が期待

される。 

★情報提供方法について、より効果的な

提供の仕方がないか等、検討する必要が

ある。 

 

 

 

政策企画課 

■おおだふれあい会館の教養講座受講者を対

象とした人権・同和問題研修会の開催 

・おおだふれあい会館の教養講座受講者に対

して、人権・同和問題に関わる講演会や研修

会を開催した。 

開催日：4／25（参加 124 名） 

6／19（参加 120 名） 

8／21（参加 106 名） 

10／30（参加 107 名） 

３／6 （参加 107名）全５回 

 

 

●さまざまな人権問題をテーマに研修

会や講座を開催し、受講者の意識啓発に

取り組んだ。新規受講者も増加しつつあ

る。 

★継続的に受講してもらえるよう努め

るとともに、新規受講者の拡大のため、

講座内容や周知方法について創意工夫

を行う。 

 

 

 

 

人権推進課 

おおだふれあ

い会館 
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■市民を対象とした「人権を考える市民のつど

い」の開催 

・人権を考える市民のつどい兼おおだふれあ

い会館人権・同和問題研修会を開催。 

第 1 回開催：平成 29年 6 月 19日 

演題「石見銀山から見直す江戸時代の身

分」 講師：仲野義文さん 

参加者：180名 

第 2 回開催：平成 29年 8 月 21日 

演題「生活困窮者自立支援制度の陰で～

「誰もが人生の主人公」を目指して～ 

講師：川﨑正明さん 

参加者：350名 

 

 

 

●さまざまな人権問題をテーマに研修

会や講座を開催し、受講者の意識啓発に

取り組んだ。 

★継続的に受講してもらえるよう努め

るとともに、新規受講者の拡大のため、

講座内容や周知方法について創意工夫

を行う。 

 

 

人権推進課 

おおだふれあ

い会館 

■石見大田公共職業安定所との共催による

「公正採用選考セミナー」の開催 

・石見大田公共職業安定所との共催による「公

正採用選考推進セミナー」において、参 加

企業に対し、ふれあい会館館長より人権同和

問題について研修を行った。参加企業：３３

社（３４名） 

 

 

 

●参加企業に対しさまざまな人権問題

について周知を図り、啓発活動に取り組

むことができた。 

★引き続き積極的な啓発活動に取り組

み、意識の向上を図る 

 

 

人権推進課 

産業企画課 

■公民館･まちづくりセンターにおいて人権･

同和教育講演会、親学講座などの開催 【再

掲】 

・１７会場、１７回開催、延６０５人参加  

 

 

 

 

 

 

 

 

・各地区公民館を中心に人権・同和教育講演

会、子育て講演会、親学講演会等を開催す

るなかで、男女共同参画についての学びを

実施した。 

・人権、同和教育講演会  

13 回開催 400人参加 

・子育て支援・家庭教育支援のための 

親学講座 16 回開催 231 人参加 

・親子体験活動、交流活動 

 17 回開催 336 人参加 

・パパクッキング教室 

 2 回開催 54 人参加 

・読み聞かせ研修会 

 8 回開催 151 人参加 

・思春期・赤ちゃん交流学習事業 

 20 回開催 1,833 人参加 

 

 

 

 

●研修会や講座のほか、各種事業を通じ

て男女共同参画についての意識啓発に

努めた。 

★参加者が少ないうえ、いつも同じ人た

ちが参加される傾向にある研修会や講

座の内容、開催日時、周知方法などを工

夫する必要がある。 

 

 

●各種講演会等を通じて行った意識啓

発によって、参加者の理解を深めること

ができた。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

★研修会内容について、継続して市内全

域で取り組むという観点から、参加者が

興味をもてるものや、現在の社会情勢に

あったものとなるよう、講師の選定や学

習形態などの工夫が必要である。 

 

 

 

まちづくり定

住課 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育課 
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２）性に関する指導の実施 

具体的施策：学校教育等における性に関する指導の実施 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■教職員の意識向上のための研修 

・性に関する指導の年間計画に基づき、職員

研修をしている。また、養護教諭と連携

し、指導内容や資料の選定を行った。 

・助産院や市立病院の産婦人科医、助産師を

講師に招いて望ましい男女交際のあり

方、命の尊さについて学習を行い、教職員

も研修の機会とした。 

・性に関する授業について情報交換を行な

った。 

 

●研修を行うことで、全教職員の共通理

解のもと、発達段階を踏まえて指導にあ

たることができた。 

●性教育が、人権を尊重する態度に繋が

ることを再確認した。 

★ＬGBＴやメディアと関連した指導に

ついても研修を深めたい。 

★児童との実態を踏まえたうえで、日頃

から養護教諭と連携し、性に関する新し

い情報を知っておく必要がある。 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室 

 

 

 

 

 

 

■公開授業や PTA 研修を通し保護者へ周

知・啓発 

・参観日にあわせて、性に関する指導を行っ

た。 

・学校だより、保健だより、学級通信などに

より啓発を行った。 

 

 

●保護者の参加率が高く、意識を高める

ことに繋がった。 

●命の大切さやお互いを大切に思う心な

ど、親子で考えることができた。 

★発達段階にあわせた性教育の積み上

げ。 

★保護者の感想や意見を次年度に活か

す。 

★複式学級における、性教育の授業をど

うしていくか課題である。 

 

 

 

教 育 部 総 務

課・学校教育

室（幼） 

 

 

 

 

 

 

 

■性に関する正しい知識について関係機関

と連携した啓発活動 

・実施回数と場所 

  大田高校 8 月 31～9 月 1日 

  邇摩高校 11 月 17～18 日 

・実施内容：要望のあった学校の文化祭に併

せて、生徒を対象に性教育を行う。 

・相談機関や正しい性の知識について情報

提供を行い、助産師による個別相談を実

施する。 

 

 

●性に関する展示・クイズ等を通じて、正

しい知識や相談窓口の周知を行った。 

●助産師による小集団を対象とした赤ち

ゃん人形や妊婦体験を行い、生命の尊さ

等を感じてもらう事ができた。 

★避妊方法を知っている高校生及び性感

染症を知っている高校生の割合が、以前

より減少しているため、更に教育機関、医

療機関、家庭と連携した取り組みが必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 
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３）メディアにおける女性の人権の尊重 

具体的施策：メディアにおける人権尊重のための広報・啓発 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■「男女共同参画推進週間」での重点的な広

報・啓発活動 【再掲】 

・県立男女共同参画センターあすてらすが

実施する、“あすてらすフェスティバル”

を広報紙に掲載。その中で、県が推進する

男女共同参画推進月間についてふれ、参

加者が増えるよう努めた。 

 

・男女共同参画週間（6/23～29）の市民へ

の周知と意識啓発のため、大田市男女共

同参画サポーターとともにぎんざんテレ

ビで PRした。 

 

 

 

●多くの市民の目にふれることが出来

た。 

★「男女共同参画週間」についての周知は

行っていないため、催し物などと絡めて

情報を発信していく必要がある。 

 

●サポーターと連携し、啓発活動に取り

組むことができた。 

★ひとりひとりの身近な問題として捉え

てもらえるよう、啓発活動の工夫と充実

が必要。また積極的な取組も必要と考え

る。 

 

 

 

政策企画課 

 

 

 

 

 

人権推進課 

具体的施策：公的刊行物における性差別につながらない表現の促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■広報やホームページへの掲載について表

現方法の精査 

・毎月の広報紙の編集作業や日々のホーム

ページを更新する中で、性差別や誤解を

生むような表現になっていないか等、提

出された原稿を精査した。 

 

 

 

●毎年人権推進課、人事課等が行う職員

研修の成果により、近年各担当課から提

出される原稿で性差別につながるような

表現はない。また、各担当課と広報・ホー

ムページ担当課の２課でチェックをして

いるため、性差別につながるような表現

での記載はない。 

★各担当課が直接ホームページを更新す

る場合には、政策企画課はその内容を把

握していないため、ホームページを適宜

確認する必要がある。また、表現等のチェ

ックをするだけではなく、男女共同参画

が推進されるような働きかけを積極的に

していく必要がある。 

 

 

 

政策企画課 
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基本目標Ⅳ 国際的視野に立った男女共同参画の推進 

 

 

重点目標８ 多文化共生に向けた国際交流の促進 

  

１） 国際理解の推進 

具体的施策：国際的な取組情報の広報 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■世界遺産の情報発信に併せ、「平和と人権

尊重」のユネスコの精神についての情報発信 

・世界遺産の情報発信に併せ、ユネスコの精

神である「平和と人権尊重」の理解、認識

の促進について広報等へ掲載することに

より、啓発を行った。 

 

 

 

●市や広報が作成するパンフレット等

へ掲載することにより、広く周知を図

り、啓発活動を行うことができた。 

★より深い理解と一人一人の意識の向

上を図るため、継続的かつ積極的な啓

発活動が必要。 

 

 

人権推進課 

 

 

 

 

 

 

■男女平等に関する国際的な取り組み等の

情報発信 

・実績なし 

 

 

 

★国や県、他市町村の事例等を参考に、

取り入れることができるものを模索す

る。 

 

 

 

 

人権推進課 

 

具体的施策：国際交流事業への女性の積極的参加の促進 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

■韓国文化体験講座等への参加の促進 

・全２回開催 

 

★回数を増やしたい。多くの市民に参

加してほしい。 

 

総務課 

 

 

 

■まちづくりセンター等との共催による国

際文化講座の実施 

・2会場 22回開催 延 375人参加 

 

 

 

 

 

 

 

・実施なし。 

 

 

●これらの企画・運営は主に女性が行

っている。 

★圧倒的に女性の参加が多い。 

★単発的な講座や交流イベントから、

多文化共生を理解し日常の交流につな

がるような仕組みを構築する必要があ

る。 

 

★開催できるよう取り組む必要があ

る。 

 

 

 

まちづくり定住

課 

 

 

 

 

 

総務課 
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■公民館事業や社会教育指導派遣事業によ

る国際交流事業の実施 

・市内７公民館を中心として、国際交流に関

係する事業を開催したほか、社会教育指導

員を派遣し国際交流事業を行った。 

・国際交流事業 2回実施 42人参加。 

・社会教育指導員派遣 29回実施 894人

参加。 

 

 

●講座や社会教育指導員派遣事業を利

用し、異文化に触れ、理解を深めるこ

とにより、今後国際交流事業に積極的

に関わることが期待される。 

★継続実施することで効果の定着を図

る。 

★社会教育指導員の活動の幅を広げら

れるように更に積極的なＰＲを行う必

要がある。 

 

 

 

 

社会教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）在住外国人等への対応 

具体的施策：外国人相談窓口の開設 【再掲】 

実施状況 効果等（●主な効果・★評価・問題点） 所管課 

※だれもが安心して暮らせる環境の整備と

同じ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

資 料 編 
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     大田市男女共同参画推進条例 

 

 

 すべての男女が性別にかかわりなく、個人として尊重され、法の下に平等であることは日

本国憲法に謳われており、男女平等に向けた様々な取り組みが、国内外において進められて

きた。 

 大田市においても男女共同参画計画を策定するなど、様々な施策を推進してきた。 

 しかしながら、大田市において性別による固定的な役割分担意識と、またそれらに基づく

社会通念、慣習、制度は依然として残っている。こうした状況を踏まえ、すべての男女が互

いに尊重し、パートナーと認め合い、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等

に参画できる男女共同参画社会の実現が私たちの願いである。 

 ここに私たちは、男女共同参画を推進し、男女の対等なパートナーシップのもと、すべて

の男女が自らの存在に誇りが持て、喜びも責任も分かち合える活力ある大田市を築くために、

この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、大田市（以下「市」

という。）、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め

ることにより、すべての男女が心豊かに、安心して、生き生きと暮らせる社会の実現を図

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (１) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うことをいう。 

 (２) 事業者 市内において営利・非営利、個人・法人を問わず事業を営んでいるものを

いう。 

 (３) 積極的改善措置 第１号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。 

 (４) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な発言や行動のことをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられ、性別によって差別

的扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会が確保され、男女の人権が尊重

されるよう行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進においては、性別による固定的な役割分担意識による社会制度又は

慣行が、男女の社会における活動の自由な選択を妨げることがないように配慮されなけれ

ばならない。 

３ 男女共同参画の推進においては、男女が対等な社会の構成員としてあらゆる分野の方針

の立案及び決定の場へ共に参画する機会が確保されなければならない。 

４ 男女共同参画の推進においては、男女が相互の協力と社会の支援の下に、仕事と家事、

育児及び家族の介護又は地域における活動とを両立して行うことができなければならな

い。 

５ 男女共同参画の推進においては、国際社会における取組と密接に関連していることを考

慮して行われなければならない。 
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 （市の責務） 

第４条 市は、男女共同参画の推進を重要課題と位置付け、前条に掲げる基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進のため、政策決定の機会やその他必要な場面において積極的

改善措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、市民、事業者、国、県及

び他の地方公共団体と連携し、協力するものとする。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念に対する理解を深め、男女共同参画の推

進に自ら努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう

に努めなければならない。 

２ 事業者は、労働及び雇用に関連する法律を遵守するとともに、その事業活動において積

極的改善措置などを講ずるよう努めなければならない。 

 （性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、性による差別的

扱いをしてはならない。 

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野においてセクシュアル・ハラス

メントを行ってはならない。 

３ 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、個人の尊厳を踏みにじる暴力や虐待を

行ってはならない。 

 （男女共同参画の推進に関する情報提供） 

第８条 市は、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、すべての男女の尊

厳が平等に守られるような意識を育む学習の機会の提供に努めるとともに、男女共同参画

に対する理解を深めるための情報を収集し、提供するものとする。 

 （情報の表示に関する留意） 

第９条 何人も、情報等の表示において、性別による役割分担又はセクシュアル・ハラスメ

ント等を助長し、連想させる表現を行わないように努めなければならない。 

 （基本計画） 

第１０条 市は、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために基本とな

る計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 市長は、基本計画を策定しようとするときは、第１５条第１項に規定する大田市男女共

同参画推進委員会に諮問しなければならない。 

３ 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

 （市民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第１１条 市は、男女共同参画の推進に対する市民及び事業者の理解が深まるよう広報活動

等適切な措置を講ずるものとする。 

 （男女共同参画推進週間） 

第１２条 市は、市民及び事業者に広く男女共同参画に対する関心と理解を深める施策を行

うとともに、男女共同参画を推進するために男女共同参画推進週間を設ける。 

２ 男女共同参画推進週間は、毎年６月２３日から６月２９日までの１週間とする。 

３ 市は、男女共同参画推進週間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。 
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 （市民相談等） 

第１３条 市は、性別に基づく差別、人権の侵害等に関する市民の相談に対する助言指導を

行うとともに、関係機関等と連携を図り、解決に努めるものとする。 

 （年次報告） 

第１４条 市長は、毎年、基本計画に基づく施策の推進及び実施状況を公表しなければなら

ない。 

 （男女共同参画推進委員会の設置） 

第１５条 市は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査

審議するため、大田市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (１) 市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び変更に関して、調査審議し、答申すること。 

 (２) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について評価を行うこ

と。 

 (３) その他男女共同参画の推進に関する重要な事項について、市長に意見を述べること。 

 （委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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大田市男女共同参画推進委員会規則 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大田市男女共同参画推進条例（平成１７年大田市条例第１３号）第１

６条の規定に基づき、大田市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満とならないものとする。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (１) 各種団体の代表 

 (２) 市内事業者の代表 

 (３) 識見を有する者 

 (４) 公募により選考された者 

 （会長及び副会長） 

第３条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 

２ 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会議） 

第５条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

４ 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くこと

ができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第２７号の２） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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 大田市男女共同参画推進本部設置規程 

 

                          

（設置） 

第１条  大田市男女共同参画推進条例（平成１７年大田市条例第１３号）に基づく、本市

における男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、大田市男女共同

参画推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条  推進本部は、次の事項を所掌する。 

(1) 大田市男女共同参画計画における具体的施策の推進及び大田市男女共同参画計画の

変更、見直しに関すること。 

(2) 男女共同参画に関し、関係する部課等の総合的な連絡調整に関すること。 

(3) 前２号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条  推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。 

２ 本部長は副市長をもって充て、推進本部を総括する。 

３ 副本部長は教育長をもって充て、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるとき又

は欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 委員は、部長（市立病院にあっては、事務部長。議会事務局長及び教育委員会事務局の

部長を含む。）及び支所長をもって充てる。 

（会議） 

第４条  推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、関係する職員を推進本部の会議に出席させ、意

見を述べさせることができる。 

（協力体制） 

第５条  本部長は、必要があると認めるときは、関係する部課等の所属長に対し、資料の

提出又は説明を求めることができるものとする。 

２ 前項の規定に基づき、資料の提出又は説明を求められた所属長は、これに積極的に協力

しなければならない。 

（事務局） 

第６条 推進本部の事務局は、総務部人権推進課に置く。 

 （その他） 

第７条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

附 則 

 この訓令は、平成１７年１１月３０日から施行する。 

附 則（平成１９年訓令第１０号の５） 

 この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年訓令第７号） 

 この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

    附 則（平成２６年訓令第５号） 

 この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 
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各種審議会等女性の参画状況調べ 

    地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等女性の登用     

 

                          （平成２９年４月１日現在） 

  審 議 会 等 名 
委員総数

（人） 

内女性数

（人） 

女性の 

割合（%） 

1 大田市防災会議 35 2 5.7 

2 大田市民生委員推薦会 7 2 28.6 

3 大田市国民健康保険運営協議会 21 2 9.5 

4 大田市介護認定審査会 26 15 57.7 

5 大田市環境審議会 14 3 21.4 

6 大田市公民館運営審議会 15 4 26.7 

7 大田市社会教育委員 15 4 26.7 

8 大田市スポーツ推進審議会 11 3 27.3 

9 大田市立図書館協議会 10 3 30.0 

10 大田市文化財保護審議会 8 1 12.5 

11 大田市都市計画審議会 16 3 18.8 

12 大田市国民保護協議会 35 2 5.7 

13 大田市個人情報保護審査会 5 1 20.0 

14 大田市情報公開審査会 5 1 20.0 

15 大田市人権尊重のまちづくり審査会 20 6 30.0 

16 大田市男女共同参画推進委員会 10 6 60.0 

17 大田市行政不服審査会 5 1 20.0 

18 大田市営住宅等入居者選考委員会 5 1 20.0 

19 大田市予防接種健康被害調査委員会 7 0 0 

20 大田市水道水源保護審議会 10 1 10.0 

21 大田市働く女性の家運営委員会 11 4 36.4 

22 大田市伝統的建造物群保存地区保存審議会 11 3 27.3 

23 石見銀山景観保全審議会 10 2 20.0 

 合  計 312 70 22.4 
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その他目標の対象とする審議会等女性の登用 

 

                           （平成２９年４月１日現在） 

  審 議 会 等 名 
委員総数

（人） 

内女性数

（人） 

女性の 

割合（%） 

24 大田市まちづくり委員会 79 10 12.7 

25 大田市青少年育成市民会議 11 2 18.2 

26 大田市生涯現役いぶし銀が支えるまちづくり推進協議会 16 3 18.8 

27 大田市老人ホーム入所判定委員会 5 1 20.0 

28 大田市介護相談員 8 6 75.0 

29 大田市地域ケア会議 9 4 44.4 

30 大田市保健対策推進協議会 15 2 13.3 

31 大田市母子保健推進員会議 27 27 100.0 

32 大田市子ども子育て支援推進会議 13 5 38.5 

33 大田市要保護児童対策地域協議会 53 25 47.2 

34 大田市生活環境問題連絡協議会 15 6 40.0 

35 大田市地産地消推進協議会 20 5 25.0 

36 大田人・農地プラン検討会 12 4 33.3 

37 大田市就学指導委員会 13 7 53.8 

38 大田市スポーツ推進委員 25 9 36.0 

39 大田市山村留学推進協議会 17 3 17.6 

40 石見銀山遺跡整備検討委員会 11 1 9.1 

41 大田市いじめ問題対策連絡協議会 14 3 21.4 

42 大田市いじめ問題対応専門家会議 6 2 33.3 

43 大田市下水道等整備推進協議会 25 5 20.0 

44 大田市地域医療支援対策協議会 28 6 21.4 

     

     

 合  計 422 136 32.2 
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地方自治法（第１８０条の５）に基づく委員会 

 

                          （平成２９年４月１日現在） 

 

  委 員 会 名 委員総数（人） 
内女性数

（人） 

女性の割合

（%） 

45 大田市教育委員会 5 2 40.0 

46 大田市選挙管理委員会 4 2 50.0 

47 大田市人事委員会（公平委員会） 3 1 33.3 

48 大田市監査委員 2 0 0.0 

49 大田市農業委員会 26 3 11.5 

50 大田市固定資産評価審査委員会 3 0 0.0 

     

  合  計 43 8 18.6 
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その他法律に基づいて設置されている委員 

 

                          （平成２９年４月１日現在） 

 

  委 員 会 名 委員総数（人） 
内女性数

（人） 

女性の割合

（%） 

51 行政相談委員 4 2 50.0 

52 人権擁護委員 12 5 41.7 

53 保護司 28 3 10.7 

54 民生・児童委員 162 86 53.1 

     

     

  合  計 206 96 46.6 

 

 

 



職場環境の整備

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の理解促進と定着

農林水産業・自営商工業等における女性の地位の向上

男女共同参画社会に向けた意識の改革

男女平等に関する教育・学習の推進

政策・方針決定過程への参画推進

女性の人材育成

各種機関、団体、企業等への女性の参画の促進

Ⅰ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の形成 1 地域における慣行の見直しと意識の改革

1）

2）

3）

Ⅱ
男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会の実現
(女性活躍推進法）

3 職場・家庭・地域活動における男女共同参画の推進

1)

2)

2 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

1)

2)

4 地域・農山漁村等における男女共同参画の推進

1)

3)

2)

3)

Ⅲ 個人の尊厳の確立

7 人権尊重の意識の高揚

2)

5 男女間におけるあらゆる暴力の根絶

3)

2)

1)

Ⅳ 国際的視野に立った男女共同参画の推進 8 多文化共生に向けた国際交流の促進

1)

2)

男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し

 大田市男女共同参画計画の体系

だれもが安心して暮らせる環境の整備

防災分野における男女共同参画の推進

在住外国人等への対応

6 健康づくりの推進

1) 生涯を通じた健康づくりの推進

1) 男女平等の視点に立った人権教育の推進

国際理解の推進

妊娠・出産等に関する健康支援

メディアにおける女性の人権の尊重

性に関する指導の実施

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

基 本 目 標 重 点 目 標 具 体 的 施 策

   ４９


